
１　構想の概略

フィールド大学構想とは、「まちのすべてが、学びのキャンパス」という理念の下、交流協定を

締結している大学等と連携し、外部からの知の導入による地域課題の解決や外部・専門家の目に

よる本市の魅力の再発見等を目的として、様々な分野での教育・研究交流を展開する取組である。

単に大学のキャンパスの延長として地域を提供するのではなく、防災、農林水産業、商工振

興、スポーツ振興、環境・エネルギーなど幅広い分野での専門的知見を学ぶとともに最先端の情

報を吸収し、本市と大学等とが一緒に地域課題の解決を考えることを狙いとして本構想を立ち上

げ、2008（平成20）年度から取組を開始した。

また、提携する大学等から講師を招いての講演会などを通じて、市民に深い学びの場を提供す

ることや、提携先の学生たちを招いて実践的な研究・学習フィールドや住民との交流機会を提供

することで、人材の育成を支援する狙いもあった。

本構想の推進を通じて見出された本市特有の強みや地域課題をもって、各大学との連携によ

り、合宿都市構想や食品加工流通コンビナート構想、木製都市構想などの取組を進めてきた。

２　教育・研究交流協定

2006（平成18）年２月18日、本市は東海大学と教育・研究交流協定を締結した。同大学とは、

まちづくり、環境・エネルギー対策、産業振興などの分野で以前から交流があった。特に工学部

については、本市の地域資源である水、工業集積、農産物等や水素エネルギーを活用した地域活

性化策の助言を得るとともに、西条市食品加工流通コンビナート構想についても連携を図って

いた。

また、石鎚山系元気ウォーキング大会などの高地トレーニングではスポーツ医科学研究所の寺

尾保教授に、次世代育成支援スポーツ事業では陸上の高野進助教授に指導してもらう機会もあっ

た（５編５章参照）。

なお、工学部の内田裕久教授には、水素吸蔵合金に関する共同研究後も総合６次産業都市推進

会議の座長をお願いするなど、継続的な協力をいただいた。

2007（平成19）年12月には、京都大学大学院地球環境学堂と教育・研究交流協定を締結した。

小林正美教授の指導の下、木製防災シェルター（こどもシェルター）を東予高校との高大連携で

研究開発したほか、木製ダムにも取り組むなど木製都市構想に取り組んだ。2013（平成25）年４

月のベトナム国フエ伝統工芸フェスティバルへの本市の初出展に際しては、水野啓准教授のサ

ポートにより現地活動での調整がなされた。

2008（平成20）年３月、東京農業大学と教育・研究交流協定を締結した。2013（平成25）年度
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には四国初開催となる実践総合農学会を連携して開催し、板垣啓四郎教授ほか高野克己学長も来

西した。また、西条市地域創生センターの地域創生イブニングセミナーや市民大学講座の講師と

して複数の関係者が来西し、関係者や市民への講義を行った。

2009（平成21）年８月、総合地球環境学研究所と教育・研究交流協定を締結した。水資源の保

全、特に道前平野の地下水資源調査等を依頼したほか、田中樹准教授には石鎚ふれあいの里での

合宿型地域研究西条環境セミナーも継続的に開催してもらった。秋道智彌教授には、秋篠宮殿下

を囲む生き物文化誌学会の誘致に際して尽力いただいた。

2010（平成22）年10月、東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻と地域交流協定

を締結し、安藤直人教授の指導の下、地域産木材を活用した木造ボックスユニットシステムの事

業化に取り組んだ。また、林業ゼミナールを毎年開催してもらった。ＣＬＴ（直交集成板。詳細

は８編３章３節を参照）を活用した林業の活性化についても、安藤教授から助言を得ている。

2012（平成24）年７月には、香川高等専門学校と教育・研究交流協定を締結した。総合６次産

業都市推進のためのアイカメラやフィールドセンサーを使った栽培技術の可視化とマニュアル

化、ハイパースペクトルカメラの活用による効率的なほ場の環境測定などで、必要とされる技術

の共同研究に取り組んだ。

2013（平成25）年11月、愛媛大学と教育・研究交流協定を締結した。地（知）の拠点整備事業

や総合６次産業化の推進について、連携による取組を進めた。市長が愛媛大学へ出向講義をし

て、本市のまちづくりのＰＲを行ったほか、学生のバス研修事業や観光コースの地域研究を実施

した。

2016（平成28）年以降、これまで実施してきたフィールド大学事業の基本方針を受け継ぎなが

らも、国の総合戦略に盛り込まれた「新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推

進」「大学、高等学校、企業、自治体が連携した地域ニーズに対応した人材育成」に対応するた

め、新たに地域創生イノベーション創出事業、地域創生教育研究活動推進事業を立ち上げた。

2017（平成29）年９月、松山大学と教育・研究交流協定を締結した。

2018（平成30）年１月には、包括的な連携・交流協定を締結している東海大学・東京農業大

学・京都大学大学院地球環境学堂・総合地球環境学研究所・香川高等専門学校・愛媛大学・松山

大学の七つの高等教育研究機関が一堂に会し、各機関の地域連携に関する取組紹介や本市の政策

の方向性を紹介する西条市政策情報交換会を開催した。

３　大学等との連携

大学等との連携を推進する取組の一つとして、市民と研究者等との学術交流の機会を創出する

ため、積極的に学会の誘致活動を行った。2008（平成20）年度には、システム農学会春季大会を

誘致するとともに開催を支援した。2010（平成22）年度は、「生き物文化誌学会えひめ西条例

会」及び「2010年度日本菌学会菌類観察会（愛媛フォーレ）」の開催を支援した。

二つ目の主要な取組は、交流協定を結ぶ大学等から講師を招いての市民講座の開催である。市

民大学講座との連携事業となる「西条未来づくり講座」を定期的に開催するほか、2011（平成

23）年度には、京都大学大学院地球環境学堂との連携の下、「大学と地元高校生との交流講座」

を石鎚ふれあいの里で開催した。
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三つ目の取組は、学生との交流である。松山大学からは継続的にインターンシップ生の受入れ

を行っており、2013（平成25）年度には様々な起業家との接点づくりなどに功績があったという

ことで同大学から表彰を受けた。2015（平成27）年度には４回の大学生バス研修を実施し、愛媛

大学、松山大学から計約300人の学生が参加した。2018（平成30）年度には、産業情報支援セン

ター内に、青山学院大学ビジネススクール伊予西条オフィスの開設を支援し、同ビジネススクー

ルの学生ら10人が来西して地域研究に取り組んだ。後述する合宿都市構想でも、毎年多数の学生

が本市に滞在し、スポーツ教室などを通して市民との交流を深めている。

４　合宿都市構想

2008（平成20）年５月、「西条市合宿都市構想基本計画」を策定した。合宿都市構想とは、石

鎚山系の高地環境や体育施設などの地域資源を連携活用し、スポーツ合宿誘致のため各種取組を

進めるもので、交流人口の拡大や関連産業による地域経済の活性化、来訪者との交流やノウハウ

吸収による市民のスポーツ競技力向上、市民の健康増進等による継続的な地域の発展を目的と

した。

計画では来訪者のニーズに対応した環境づくりや市民への利益還元、合宿環境を構築する上で

のルールづくりを掲げた。

図表３-１-１　合宿都市構想イメージ

また、2009（平成21）年７月からは、国のふるさと雇用再生事業を活用して、西条商工会議所

内に「西条合宿推進プロジェクト」を立ち上げ専門組織として合宿誘致に取り組んだ。

合宿都市構想によるこれまでの成果などについては、５編５章１節に記している。
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５　高地運動教室・高地トレーニング

2006（平成18）年５月、東海大学スポーツ医科学研究所の寺尾保所長による、まちづくりセミ

ナー「高地トレーニングを科学する」を開催した。これをきっかけに、同大学との教育・研究交

流事業の実践プログラムである「石鎚山系を活用した高地トレーニング事業」の一環として、

2017（平成29）年度まで高地運動教室を実施した。また、こうした高地環境は、これを観光資源

として活用した石鎚元気ウォーキング大会の開催にもつながった（高地トレーニング、石鎚元気

ウォーキング大会については、５編５章を参照）。

６　木製都市構想

木製都市構想とは、本市の最大の地域資源である水源の涵養、土砂災害の防止等といった森林

の多面的機能の回復、再利用可能な森林資源を有効活用することによる循環型社会の実践を目的

として、地元産材の積極的な利用等を推進する取組である。

2004（平成16）年の台風災害を教訓に放置された山林の活性化と木材利用の促進を図り、災害

に強い森づくりを目指すため、2006（平成18）年度から現地にある木材と石を利用した木製ダム

の設置を開始し調査研究を行った（８編３章３節、10編３章２節を参照）。

2007（平成19）年度には、木製ダムのほか、京都大学大学院地球環境学堂の指導を受け、間伐

材を利用した震度７程度にも耐えられるという耐震木製構造物を、石鎚ふれあいの里に設置する

とともに、木製シェルター等を製作するなどして活用の幅を広げた。

2011（平成23）年度からは、西条産材を使用した住宅等に対して補助金を交付するなど木材利

用の促進を図っている。

2012（平成24）年２月には、新しいマーケットの開拓を目指し東京都港区と「みなとモデル二

酸化炭素固定認証制度」に関する協定を締結した。

また、公共施設に対しても、合併後、新たに整備する建築物に関しては、西条産材中心の木材

を優先して使用することとしており、木質化を進めている。

こうした取組が、現在、ＣＬＴなど新たな木質系材料の利用促進へとつながっている。

１　食品加工流通コンビナート構想

食品加工流通コンビナート構想とは、県下有数の規模を誇る第一次産業の振興策として、各産

品に付加価値を付ける等、新たな総合産業の創出を目指した取組である。

合併により誕生した本市は、石鎚山系を源とする豊富な水資源や肥沃な農地に恵まれた四国屈

指の工業集積と広大な経営耕地を有しており、地下水や工場排熱等の地域資源を活用し、地域技

術（水素エネルギー利用技術等）により、農水産業、食品製造業等の食料産業の集積を図ること

を目指した。農水産業（１次産業）と製造業（２次産業）、流通業・サービス業（３次産業）の

連携の下、食料産業クラスターの形成（６次産業化）を図る考え方である。
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資料：産業振興課

2005（平成17）年３月28日付で内閣府から地域再生計画の認定を受け、西条市食品加工流通コ

ンビナート構想を策定した。

2005（平成17）年度に、地域再生支援のための「特定地域プロジェクトチーム」の設置に係る

支援措置を活用しつつ、産学官の有識者の提言をもとに2010（平成22）年度までを計画期間とし

た「構想実現に向けた産業振興戦略」をとりまとめた。

その後、同構想は、計画期間後、総合６次産業都市（後述）の実現に向けた取組へとつながっ

ている。

図表３-１-２　食品加工流通コンビナート概念図

２　水素吸蔵合金・ＭＨ冷凍冷蔵システム

水素吸蔵合金による冷凍・冷蔵システム（ＭＨハイブリッド冷凍システム）は、2002（平成

14）年度に旧西条市において当時連携を深めていた東海大学や㈱西条産業情報支援センターとの

間で、工場などから出る廃熱を温熱源、本市の豊富な地下水（うちぬき）を冷熱源に再利用し

て、冷凍・冷蔵エネルギーを生み出すことができるシステムとして、東海大学工学部の内田裕久

教授から提案を受けて開発されたものである。

その後、2005（平成17）年度に市内の中小製造業者によって結成されたＬＬＰトライアウトえ

ひめが同システムを活用した冷凍機などを開発した。本市はこれを支援しており、廃熱を利用し

た省エネ型事業モデルの構築等をテーマとした地域省エネルギービジョンも策定した。
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また、2007（平成19）年度からは、同システムの食料産業（施設栽培、陸上養殖）への活用に

ついても東海大学と連携しながら研究開発を行い、いちごの栽培や陸上養殖設備を設置し、実証

実験を行った。

その後、同システムを活用したクール・アースプロジェクトへと展開することとなった。

３　クール・アースプロジェクト

2009（平成21）年度から低炭素型社会の実現に向けた社会実証試験として「西条クール・アー

スプロジェクト」に取り組んだ。目的は、本来再生使用不可能と言われている低温工場廃熱を利

用し、冷水（５℃）を製造する工業技術（ＭＨ冷水機の開発）と一次産業の新技術分野である植

物工場及び陸上養殖を結びつける食料生産の新産業イノベーションである。ＭＨ冷凍装置を用い

たＭＨ冷水製造システムや太陽光発電システムを導入して、いちごの周年栽培とサツキマスの陸

上養殖の試験研究を実施した。

いちごの周年栽培は、ＭＨ冷水製造システムの応用として、夏場でも冬場の作物が収穫可能な

プラントで、日照条件などを変えながら、試験栽培を実施した。収穫期間の延長と早期育苗によ

り周年栽培を実現し、「水素いちご」として商標登録も行った。

陸上養殖は、高水温への適応力が弱く養殖には水温を15～16℃以下に保つ必要があるサツキマ

スで行われ、システムの活用により電気代の8～9割が削減できるとともに飼育用水の循環利用に

より海洋循環に負荷をかけずに飼育が行われ、人工ふ化にも成功した。

この成果は、2010（平成22）年５月16日～21日にドイツのエッセンで開催された「第18回世界

水素エネルギー会議」で発表し、世界各国の関係者から高い評価を受けた。

これら試験研究内容は検証を行い、その中で知的財産に関して高い評価が得られたことから、

2012（平成24）年度に職務発明制度等の知的財産に関する制度の整備を行い６件の特許を出願

した。

ＭＨ冷凍システムのしくみは図表３-１-３のとおりである。
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図表３-１-３　ＭＨ冷凍システムのしくみ

４　総合食料産業技術懇談会

食品加工流通コンビナート構想を推進することを目的として、2005（平成17）年度に総合食料

産業技術懇談会を設置した。2006（平成18）年１月から2012（平成24）年３月まで、計６回にわ

たり開催し、フィールド大学構想で連携する大学や関係企業・団体等各分野の研究者から同構想

の推進施策や総合６次産業都市への取組方策などについて、多くの提言を得ている。

同懇談会は、その後、未来都市モデルプロジェクトの実証地域指定に伴い、2011（平成23）年

度に設置した未来都市推進会議に受け継がれた。
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１　農業革新都市未来都市モデル

食品加工流通コンビナート構想で目指した１次産業から３次産業までを連携させた動きは新た

な局面を迎える。

本市は、2011（平成23）年３月、日本経済団体連合会が民間主導の経済成長戦略として全国12

の地域で推進する未来都市モデルプロジェクトにおいて、先進農業に関するプロジェクト実証地

域として選定された。行政パートナーは、農業分野では全国唯一だった。同年８月、愛媛県庁

で、プロジェクトを主導する住友化学㈱と本市が、互いに協力して取り組んでいくことを確認

し、西条農業革新都市進出表明調印式を行った。

本市では、同プロジェクトの選定を契機に農業革新都市としての総合特区の申請を行うととも

に、関係機関の出資により㈱サンライズファームや㈱サンライズ加工センターの設立が行われる

など、新たな形態での総合６次産業都市実現に向けた取組がスタートすることとなった。

２　総合特区

総合特区（総合特別区域）とは、国が地域限定で規制を緩和し、予算や税制の面でも優遇する

もので、本市は2011（平成23）年12月22日に地域活性化を図る「西条農業革新都市総合特区」と

して指定を受けた。同総合特区は、四国一の経営耕地面積を誇る西条市全域を対象に、企業・地

域農業者・行政が協同で農業活性化に取り組むもので、技術力や資金力を持つ民間企業と地元農

業関係者との連携により、農業の生産から加工、流通までの一貫した流れを単一の地方都市へ集

約した総合６次産業都市の実現を目指した。

総合６次産業都市の実現への取組としては、農産物加工、貯蔵、流通の主要機能を集約した

「コア機能」、露地栽培と施設栽培のベストミックス体制を確立する「安定的生産機能」、農業

人材や高度専門人材を育成する「専門人材育成機能」の３点の機能の確立を目指し、2011～2015

（平成23～27）年度を計画期間として取組を行った。

この間、㈱サンライズ西条加工センターの開設支援や志河川ダム小水力発電における手続の規

制緩和があった。計画期間満了時には、地域活性化モデルケースの選定や地域再生計画の認定に

より国からの支援が確保されていることや、ＴＰＰ交渉の妥結もあり地域が主体的に規制緩和を

国に提案する時期ではないとの判断から、継続申請は行わず2016（平成28）年４月１日付けで指

定解除となっている。
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図表３-１-４　総合６次産業都市全体像（イメージ）

３　サンライズファーム

農業革新都市を目指す未来都市モデルプロジェクトの中核を成す事業として、2011（平成23）

年８月に㈱サンライズファーム西条が設立された。同社は、経団連関係企業や市内ＪＡ、㈱西条

産業情報支援センターなどの出資（資本金１億2,500万円）を受け、農作物の製造･販売を行う企

業として設立された。プロジェクトの推進に向けて、神戸地区の農場15.6haにおいてレタスを中

心とした葉物野菜の先進的栽培を行った。

2012（平成24）年度には、同社と香川高等専門学校が農業栽培技術の可視化に向けた共同研究

を開始し、ほ場に環境データを計測するフィールドセンサーを設置するとともに、計測データや

栽培記録などを分析し、栽培マニュアルを作成した。

こうした取組もあり2015（平成27）年度には、㈱サンライズファーム西条を含む市内の加工業

務用野菜の栽培面積が45haとなった。

また、ＧＰＳトラクターや電子百葉箱、農作業技術動画のマニュアル化、ネットワークカメラ

によるほ場監視等、スマート農業の実証事業にも取り組み、情報共有することで地元農家の所得

向上にも貢献した。

しかし、その後の売上高は当初の計画には届かず経営状況が厳しく、2022（令和４）年６月末

に収穫作業が終わった後、同年９月末日で解散した。

４　サンライズ西条加工センター

2014（平成26）年２月、四国最大級のＨＡＣＣＰ基準を満たした農産物加工工場㈱サンライズ

西条加工センターが設立された。同社は、西条農業革新都市の取組において、農産物の加工・流

通の役割を担っており、経団連関係企業や市内ＪＡ、㈱西条産業情報支援センターのほか運送会
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社や販売企業などからの出資（資本金１億3,800万円）を受け、販売側と産地側をつなぎ合わせ

る「マーケットイン」のしくみを目指し、同年秋から本格稼働した。

2016（平成28）年５月に増資され、カット機械の投入を行い、たまねぎ1,000ｔ、レタス100

ｔ、キャベツ200ｔ、にんじん200ｔを出荷、売上高１億8,000万円を記録し、2017（平成29）年

度には３億5,000万円の売上となった。

また、近赤外光照射による鮮度保持、カメレオンコードを活用したトレーサビリティ確保等の

実証実験とともに、作業工程の中で様々なデータの見える化が行われた。

同社についても、売上高が当初の計画には届かず経営状況が厳しく、2022（令和４）年９月末

日に操業停止し解散した。

５　総合６次産業都市推進会議

総合６次産業都市推進会議とは、総合６次産業都市の実現を目指して取り組んできた各種事業

を新たな段階へ成長させるために、前述の総合食料産業技術懇談会及び未来都市推進会議を前身

として、2012（平成24）年度に設置した有識者会議である。

2014（平成26）年２月に全国から有識者18人を招いて第１回総合６次産業都市推進会議を開催

した。その後、農業、林業、水産業など分野ごとに分科会を設け、2015（平成27）年１月に地域

再生計画として認定された「四国経済を牽引する『総合６次産業都市』推進計画」の推進につい

て検討を加えるとともに、地域の課題を掘り下げ、助言をもらった。

なお、総合６次産業都市の推進に関しては、産学官連携事業を総合的に再編したことにより、

2016（平成28）年度から新たに設立された西条市地域創生センターにその機能を引き継ぐことと

なった。

図表３-１-５　サンライズファーム西条とサンライズ西条加工センター

【サンライズ西条加工センターの位置付け】
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１　開設の経緯

2006（平成18）年４月から西条産品の販路開拓の推進、食品加工など流通企業等の需要動向の

把握、市場・消費者ニーズの把握など、関西圏における本市に必要な情報の発受信を行うことを

目的に西条市大阪事務所を設置した。当時、10万人規模の自治体で都市部に単独で事務所を設置

することは、例を見ない取組であった。その後７年経過し、一定の目的は達成されたと判断した

ことから、2013（平成25）年３月末に西条市大阪事務所を閉鎖した。しかし、当初の目的を再び

実施する必要があると考えられたため、愛媛県大阪事務所付けとして業務を継続した。

2017（平成29）年４月、特産品等の域外販路拡大を推進するため、西条市大阪事務所を再設置

した。

2020（令和２）年７月には、これまでの取組の中で関西圏における産品販路開拓は一定の成果

を収めたことから、今後は本市最大の行政課題である人口減少に立ち向かうこととして、西条市

大阪事務所を本市出身の若者のＵターン促進の拠点としてリニューアルオープンした。人的な

ネットワーク構築などに取り組むことで、将来的な地元回帰、地元定着の流れを創出することと

した。

その後、ターゲットを市内高校生にも拡大し、彼らが地元を離れるまでの間にシビックプライ

ドの醸成を行い、本市出身の大学生を含めた若者のネットワークへの参画が期待されることか

ら、活動拠点を本市に戻し、市内高校へのアプローチを強化することなどの理由から、2024（令

和６）年３月末をもって市大阪事務所は廃止した。

２　活動内容

大阪事務所では、展示商談会への出展やマッチング支援、営業支援等を行うことで、市内事業

者の実需獲得につなげ、地域産業の持続的な発展を図った。事業内容は、①地場産品の販路拡

大、マッチング支援、②えひめ西条日本酒商談会の開催、③市内４酒蔵と流通・飲食関係（バイ

ヤー等）との商談会、④外食産業フェアへの出展、⑤アグリフードＥＸＰＯ大阪への出展などで

ある。

2020（令和２）年７月、大阪事務所をリニューアルし、目的を潜在的Ｕターン移住者の発掘へ

変更した。若者向けの西条市に関わるコミュニティを作り、オンラインイベントやセミナーなど

を開催した。

2022（令和４）年度からは、大学生に対するＵターン支援として次の３点を行った。

①　毎週木曜日のオンラインイベント…主に西条市出身の学生が集まり、テーマを決めてフ

　　　　リートークをする。就活のことだけでなく趣味や大学生あるあるなど、多彩なテーマを

　　　　取り上げる。

②　学生生活や就職活動の個別相談…学生が大阪事務所のＬＩＮＥに登録すると、学生生活

　　　　や就職活動の相談ができる。

③　セミナーや交流の企画・開催
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2024（令和６）年度からは活動拠点を本市に戻し、対象を全国の大学生及び市内高校生まで拡

大して、就活セミナーの開催などを通じ、更なるネットワークの構築を推進している。

こうした活動には、市外に住む子どもを心配する親に安心してもらう目的もある。

３　ＳＮＳ

本市出身の若者との関係構築を目的として、次のようなＳＮＳアカウントを運用している。

(1)　ＬＩＮＥ

2020（令和２）年６月からＬＩＮＥの運用を開始し、2025（令和７）年３月末現在の登録者数

は217人である。

(2) インスタグラム

2023（令和５）年９月からインスタグラムの運用を開始し、2025（令和７）年３月末現在の

フォロワー数は7,707人、2024（令和６）年度の投稿は167件である。

１　設置の経緯

2015（平成27）年３月に休館となった「ひうち会館」の改修工事を行い「西条市地域創生セン

ター」として整備し、2016（平成28）年４月１日に開館した。

ひうち会館は、合併前の西条市において、西ひうちの土地分譲代金の余剰金を活用した立地企

業の便益施設として建設し、2002（平成14）年度からは、普通財産としてひうち立地企業連絡協

議会に貸付していた。

施設は、これまでのひうち地区に立地する企業とのネットワーク拠点としての機能を維持しな

がら、新たに大学など高等教育機関との連携拠点としての機能を加えて、産学官連携や人材育成

に取り組む拠点施設として整備した。

本市には大学など高等教育機関の拠点がないため、これまでは、全国各地の高等教育機関と教

育研究交流協定を締結するなど、高等教育機関の拠点がないデメリットを補う取組を進めてきた

が、同センターの設立によって、連携を強化する高等教育機関の拠点を市内に設置することがで

きた。

なお、西条市地域創生センターは、総合６次産業都市の実現を目指す上で重要となる専門人材

育成拠点としても位置付け、2015（平成27）年１月に国から認定を受けた地域再生計画「四国経

済を牽引する『総合６次産業都市』推進計画」では、大学と連携した拠点整備を重点施策として

掲げており、整備には国の交付金も活用している。

２　地域創生イノベーション創出

市内の企業等が有するニーズと大学等が有する研究シーズ、西条市の政策課題との最適なマッ

チングを図り、企業等における事業活動の強化及び地域政策課題の解決を図ることを目的として、
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2016（平成28）年度に地域創生イノベーション創出研究事業支援補助金の交付制度を創設した。

研究グループを組織して実施予定の研究事業に関する共同研究契約を締結している企業や大学

等を対象として、産学官連携による体制を構築して取り組む研究事業を支援している。

３　地域創生教育研究活動推進

西条市地域創生センターでは、高大連携教育の推進、フィールドワーク活動の推進、インター

ンシップ活動の推進、大学院サテライト拠点の誘致などの地域創生教育研究活動の推進を行って

いる。

特にインターンシップ活動は、次代を担う地域産業人材の育成と位置付け、関係大学からの大

学生のインターンシップ研修生を積極的に受け入れている。

４　産学官の共同研究

西条市地域創生センター内には、大学など高等教育機関との連携体制の下で地域創生のまちづ

くりを推進することを目的に、産学官連携研究室を設置している。

同センターの産学官連携研究室を活用し、2016（平成28）年７月、「愛媛大学地域協働セン

ター西条」が開設された。

愛媛大学と本市は、2013（平成25）年11月に連携協定を締結し、2015（平成27）年11月には、

「西条市の地域創生まちづくりの実現に向けた覚書」を交わしており、愛媛大学の同センター設

置は互いの協力関係をより密にするものだった。

愛媛大学地域協働センター西条では、本市や周辺地域における産業、文化、自然の特徴及び地

域からのニーズに対応して愛媛大学の多くの教員が携わり、地域と協働した活動を展開している。

５　地域研究活動

西条市地域創生センターでは、地域創生推進事業の一環として、滞在型地域研究活動の誘致に

取り組んでいる。西条市内でフィールドワーク、ゼミ合宿、学会開催などの研究活動、インター

ンシップや事業研修、論文作成などの滞在型研究、大学など研究機関との連携によって市内企業

の事業活動支援に取り組む人を対象に、センター内に滞在室を設置しており、最短で１泊２日か

ら最長で１年間までの滞在を受け入れている。

６　高大連携

西条市地域創生センターでは、高校生が大学をより身近な存在として感じることができるよう

にするため、市内の高等学校と大学が連携して実施する高大連携教育にも取り組んでいる。
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図表３-１-６　西条市地域創生センターの事業イメージ

１　スマートシティの構築、運用

本市では、ＩＣＴ活用による業務の効率化と市民サービス向上を目的として「スマートシティ

西条」の実現を宣言し、2017（平成29）年度にその構想を固めた。

2018（平成30）年度からはスマートシティ西条の構築に向け、トライアル事業や関連事業とし

て幅広く事業を企画・選定し、３年間程度実施することでその効果を検証し、継続の可否を判断

しながら各種事業を実施している。

なお、2022（令和４）年度からは、同様の効果が期待できることから国家戦略として取組が始

まったＤＸの推進に事業内容を移行している（ＤＸの推進については、２編11章を参照）。

トライアル事業及び関連事業は図表３-１-７のとおりである。
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への見守り

への

図表３-１-７　スマートシティ西条　トライアル事業及び関連事業　一覧

スマートシティ西条の実現は、ＩＣＴの積極的な活用によって、若い世代が「住みたい」「住

み続けたい」と思えるまちづくり、幅広い世代が安全・安心に住めるまちづくりを目指すもので

ある。2018（平成30）年度には「健幸都市」を目指す第一歩として、健康寿命の延伸などを目的

にＩＣＴを活用した「わくわく健康ポイント」事業を開始した。また、高齢者が安全・安心に住

み続けられるしくみ作りの一環として、ＩＣＴを活用した２種類の高齢者の見守りシステム（ゆ

るやかな高齢者見守り支援事業）を試験的に導入した。

教育分野でも、市内小中学校の全教室への電子黒板・デジタル教科書の配備、教育系システム

のクラウド化・テレワーク化、遠隔合同授業を実施し、「2018日本ＩＣＴ教育アワード」を受賞

した。同年度には教職員１人当たり年間162時間の省力化を実現している。

(1) わくわく健康ポイント事業

活動量計やスマートフォンアプリを活用し、ウォーキングや健康セミナーへの参加、健康診断

受診等により商品券等と交換可能なポイントを付与する事業であり、市民の健康意識や運動継続

意欲の向上を図り、生活の質（ＱＯＬ）改善と健康寿命の延伸を目指した。満30歳以上の市民が

対象者である。
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図表３-１-８　わくわく健康ポイント事業

(2) 成人健康診査予約システム導入事業

健康診査やがん検診等の予約を、従来の電話予約及び窓口予約に加え、Ｗｅｂ上でも予約申し

込みができるよう、成人健康診査予約システムを導入した。

(3) 子育てモバイルサービス事業

スマートフォンやタブレットで、妊婦や子育て中の保護者に向けた情報発信、予防接種や健診

等のスケジュール管理機能等、きめ細かなサービスを手軽に入手できるしくみを構築した。

(4) 保育業務支援システム

公立保育所・認定こども園におけるＩＣＴ化を推進することで、保育士の業務効率化及び負担

の軽減を図り、保育に専念できる環境作りを行った。公立保育所でＩＣＴを活用した保育業務支

援システムを導入するのは、愛媛県内では初めてだった。対象施設は公立保育所（７か所）、公

立認定こども園（３園）。ノートパソコンやタブレットを利用し、園児の情報や発達記録をデー

タベースで共有することにより、①登降園や、年間・月間・週間指導計画等の書類の連動によ

り、保育士の業務効率化・負担軽減、②行事の予定変更時や災害時の一斉メール配信による保護

者との迅速な連携体制、③ノウハウの蓄積による指導・保育内容のレベルアップ、④更新データ

による制度改正時の迅速な対応を実現した。なお、データは何重ものセキュリティ対策を施した

データセンターで管理している。
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(5) 自治体サービスプラットフォーム事業

自治体サービスプラットフォーム事業とは、移住・定住促進事業（関係人口を起点とした転

職・起業等の新たな人生チャレンジを応援するプラットフォーム事業）とともに、住民活動促進

と経済活性化を目的とした市民参加型の協働のまちづくり事業である。市民活動、地域貢献活動

などの様々な活動に対して西条市オリジナルの地域ポイント「ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイント」

を付与し、「地域に根ざした消費活動」に繋げることで、住民活動の促進と地域経済の活性化の

実現を目的とした。

2020（令和２）年度、自治体サービスプラットフォームの環境整備を完了し、ＬＯＶＥ ＳＡ

ＩＪＯポイント利用による地域活性化実証事業を開始した。この事業は、ポイント付与による健

康行動の促進効果を検証するとともに、健康ポイントを市内で活用するためＬＯＶＥ ＳＡＩＪ

Ｏポイントに交換し、市内店舗でのポイントの利用効果を検証したものである。

自治体サービスプラットフォーム事業の総利用者数（個人）は、2024（令和６）年度末現在４

万6,550人となっている。

２　スマートフォンを活用したゆるやかな高齢者への見守り支援事業

（見守りサポーター）

小型タグを身につけた高齢者が、見守りアプリをインストールしたスマートフォンを持つ地域

住民や受信装置を設置したスポットに近づくことで、高齢者の位置情報を自動的に把握できるシ

ステムを構築した。これにより、警察、消防だけでなく、スマートフォンを活用した捜索支援が

可能となり、認知症高齢者の外出時の安全・安心を確保できる。受信装置設置箇所は東予西、河

北中学校区内の公共施設等。対象者数は10人程度。

３　コミュニケーション・ロボットを活用したゆるやかな高齢者への見守り支援事業

（ＡIロボット）

高齢者と家族のつながりを支援するため、高齢者と市外・県外在住の家族とのコミュニケー

ション・ツールとして、ロボットをインターフェースとした、ゆるやかな高齢者への見守りシス

テムを構築した。ロボットは、①定期的に本人の写真を撮影して家族へ送信、②家族からのメー

ルや画像が送られてきたことを音声で知らせ、③あいさつをしたり、天気などの質問に答えたり

する。また、緊急時に家族が遠隔操作で部屋の写真を撮影して送信することもできる。設置台数

10台。

４　テレビ電話による手話通訳窓口サービス

障がい者支援事業として、手話通訳支援用のタブレットを設置した。耳の不自由な人が来庁し

た場合、本庁福祉課の手話通訳者を呼び出し、遠隔手話が可能なタブレット端末を通して窓口で

の円滑なコミュニケーションを図る。タブレットは本庁と各総合支所（当時）に１台ずつ導入

した。
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１　ＳＤＧｓ未来都市

本市は、急速な人口減少・少子高齢化の進展、山林の荒廃、石鎚山系の生態系危機、地下水環

境の悪化などの深刻な課題を抱えるようになり、いかにして持続可能な形で地域社会を将来世代

に受け継いでいくかが大きなテーマとなっていた。

こうした中、本市の持続可能なまちづくりが評価され、2021（令和３）年５月21日、ＳＤＧｓ

達成に積極的に取り組むまちとして内閣府から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されるとともに、先

駆的な取組として「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定された。

「自治体ＳＤＧｓモデル事業」は、市民や関係人口を含む多くの活動人口（ヒト）と地域の持

続化を図るための取組（活動）が自律的に循環するしくみを創生するものであり、第２期西条市

総合計画後期基本計画で掲げた「みんなで実現しよう！持続可能な西条市」の具体化が始まっ

た。また、国と連携しながら、2021（令和３）年８月に、2021（令和３）年度から2023（令和

５）年度までの３か年計画により、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の理念に沿った取組を推進

し、環境・社会・経済の三側面で新しい価値を創造することでＳＤＧｓの実現を目指す西条市Ｓ

ＤＧｓ未来都市計画を策定した。

その後、2024（令和６）年度に計画期間を１年間延長した後、2025（令和７）年３月に、西条

市第２期ＳＤＧｓ未来都市計画を策定した。

２　ＳＤＧｓ未来都市推進体制の構築に係る包括連携協定

本市は、ＳＤＧｓ未来都市に選定されたことを受け、まちづくりの基本方針として「みんなで

実現しよう！持続可能な西条市（西条市ＳＤＧｓの推進）」を達成目標に掲げ、市内外の企業や

各種団体と公民連携によるまちづくりを推進するプラットフォームの構築に取り組んだ。プラッ

トフォームの構築に当たり、実施体制の構築・運営に強力に取り組むため、2022（令和４）年１

月25日に、西日本電信電話㈱四国支店、㈱伊予銀行、㈱愛媛銀行及び㈱西条産業情報支援セン

ターと共に「ＳＤＧｓ未来都市推進体制の構築に係る包括連携協定」を締結し、関係各社が緊密

に連携・協力することとなった。

（取組内容）

①　西条市ＳＤＧｓ推進協議会の設立に関すること

②　西条市ＳＤＧｓ推進協議会の組織拡大および運営自立化に関すること

③　他地域における先進事例の情報収集に関すること

④　その他連携・協力が必要な事項に関すること

３　西条市ＳＤＧｓ推進協議会設立

前述の包括連携協定締結を受け、西条市ＳＤＧｓ未来都市を推進することを目的に同日付けで

任意団体として西条市ＳＤＧｓ推進協議会を設立した。
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本協議会は、本市におけるＳＤＧｓ未来都市の実現に向けた取組の推進や、ＳＤＧｓの達成に

向けた普及啓発などを事業内容に掲げ、初代の会長に愛媛大学副学長（愛媛大学ＳＤＧｓ推進室

長）、副会長に西条市長が就任した。

本協議会による取組のうち、特徴的なものとして事業推進ワーキンググループ制度が挙げられ

る。本制度は、課題解決に取り組む企業や各種団体が互いの強みや資源を活かしながら公民連携

で地域課題の解決に取り組むためのしくみとして構築された。具体的な活動としては、地域の企

業や団体が見守りを必要とする高齢者を訪問する高齢者見守り活動や、市内医療機関とドラッグ

ストアが連携したコミュニティナース活動など、幅広い分野にわたって活動が展開されている。

また、ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイント及びＳＤＧｓメーターの管理運営に関する業務を受託し

ており、これらのシステムを活用しながら公民連携による持続可能なまちづくりを推進するため

のプラットフォームを形成する役割も担っている。

なお、設立当初は任意団体であったが、組織の透明性と信頼性を高めるとともに、安定した運

営と活動の拡大によって各種課題解決に向けた取組を更に推進するため、事業活動開始後１年と

なる2023（令和５）年２月に一般社団法人化した。

本協議会の事業推進スキームは図表３-１-９のとおりである。

図表３-１-９　西条市ＳＤＧｓ推進協議会　事業推進スキーム

４　ＳＤＧｓメーター・ＬＯＶＥ・ＳＡＩＪＯポイント本格運用開始

2022（令和４）年５月、本市はＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯプラットフォームアプリ（ｐｒａｉｒｉ

ｅ）を活用したＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイントとＳＤＧｓメーターの本格運用を開始した。
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ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイントとは、本市が西条市ＳＤＧｓ推進協議会に運営を委託する西条

市の地域ポイントサービスである。誰でもポイントを使ったり貯めたりすることができ、地域消

費の拡大のみならず、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を活性化させる役割を果たしている。付与さ

れたポイントは、市内のポイント取扱店において1ポイント＝1円で商品やサービスの支払いに利

用できる。

ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイントを活用した取組として、ポイント取扱店においては、ＳＤＧｓ

の達成に向けた独自の取組をキャンペーンとして実施し、参加した消費者にポイントを付与する

ことでＳＤＧｓの推進に貢献した。主なキャンペーンとしては、エコバッグを持参した人にポイ

ントを付与する「エコバッグご利用キャンペーン」や、スポーツ用品の修理費用に対しポイント

を還元する「スポーツ用品を修理してリユースキャンペーン」などが挙げられる。

また、行政においては、上記ポイント取扱店のキャンペーンに対するポイント原資支援や消費

活性化を目的としたポイント還元事業のほか、生ごみ処理機や省エネ家電の購入者に対するポイ

ント付与といった事業を展開することによって、ＳＤＧｓの達成に向けて取り組んだ。

ＳＤＧｓメーターとは、本市の地域課題をまとめた「西条市Ａｃｔｉｏｎ！ＳＤＧｓリスト」

を解決するＳＤＧｓの取組と連動しており、地域全体と個々のアプリユーザーの貢献度を可視化

するシステムとなっている。ＳＤＧｓの取組に参加した結果が「環境」「社会」「経済」「地域

消費」の４種類のメーターに反映されるため、可視化された貢献度を確認しながらバランスよく

ＳＤＧｓの取組を活性化させることを目的としている。

図表３-１-10　ＳＤＧｓメーター
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図表３-１-11　西条市Ａｃｔｉｏｎ！ＳＤＧｓリスト

５　地域デジタル化の推進による持続可能都市西条2050実現に向けた連携協定

本市の未来予測と施策の方向性を検討する中で、独自に2065（令和47）年までの将来人口推計

や老年人口指数を算出したところ、2050（令和32）年頃までは人口減少に伴い地域経済や福祉に

影響を及ぼす老年人口指数の上昇が著しく、その後変化が落ち着くということが推測できた。

このことから、人口構成の変化が落ち着く2050（令和32）年を見据えまちづくりに取り組むこ

とが持続可能な西条市の実現に向けた重要な要素であると考え、人口減少・少子高齢化に伴う急

速な社会環境の変化に備え、デジタル技術を活用した新たな構想として「持続可能都市西条

2050」を推進することとした。

構想の実現に向けて取組の中核を担う（一社）西条市ＳＤＧｓ推進協議会、地域課題解決型Ｉ

Ｔベンチャーとして各種システムの開発を担う㈱ＬＡＬ及び親会社となる㈱ミラボと本市は、

2023（令和５）年２月２日に「地域デジタル化の推進による持続可能都市西条2050実現に向けた

連携協定」を締結した。この連携協定を基に、構想の実現に向けた柱となるデータ連携基盤（持

続可能都市クラウド）の開発・運用、さらに、市民一人ひとりのライフステージや環境に応じた

「共助」サービスの新規創設などに取り組んだ。

（取組内容）

①　持続可能都市クラウド（ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯプラットフォーム）の開発および運用に

　　　関すること

②　ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイント制度の運用に関すること

③　ベーシックライフサービスの開発および提供体制の構築に関すること

④　西条市発スタートアップ・エコシステムの形成に関すること

⑤　その他持続可能都市西条2050の実現に資する事業の推進に関すること
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６　持続可能な地域づくりを共創するための包括連携協定

2023（令和５）年２月８日、本市は、「共創による持続可能な地域づくり」の実現を目指し、

アサヒグループジャパン㈱と「持続可能な地域づくりを共創するための包括連携協定」を締結

した。

この協定は、1998（平成10）年に四国初の本格ビール工場として本市で操業を開始しながらも

2023（令和５）年１月末に操業を終了したアサヒビール㈱四国工場のご縁を引き継ぐ形で、アサ

ヒビール㈱を傘下にもつアサヒグループジャパン㈱と締結したものである。西条市産木材を使用

したエコタンブラー（森のタンブラー）の開発やサステナブルツアーの開催などを通して、水源

地となる森林の保全や地域経済の活性化に向けた取組など、ＳＤＧｓの達成に向けた活動を行う

こととなった。

（連携項目）

①　持続可能な地域づくりに資する地域経済の活性化及び普及啓発に関する事項

②　カーボンニュートラルの推進に関する事項

③　ごみの減量やリサイクル等に関する事項

④　フードロスの削減に関する事項

⑤　石鎚山をはじめとした本市の森林・水資源の保全に関する事項

⑥　その他地方創生、ＳＤＧｓの推進に関する事項

１　整備の経緯

本市は、合併により同規模の自治体に比べて、所有する公共施設の数は増え、機能的に重複し

た施設が複数存在することになり、さらに、施設自体の老朽化が進んでいた。また、人口減少に

よる市税収入の減少、高齢化社会の進展に伴う扶助費等の義務的経費の増大などにより厳しい財

政状況が見込まれ、公共施設の更新費用を、いかに適正な水準に抑えていくかが喫緊の課題と

なっていた。

市内中心部には、西条市こどもの国、西条市産業情報支援センター、西条市市民活動支援セン

ター、西条児童館の四つの公共施設があった。これら施設の再編を目的として、西条市こどもの

国を改修し、2022（令和４）年７月に、ひと・夢・未来創造拠点複合施設として整備した。改修

に伴い、西条市産業情報支援センターと西条市市民活動支援センターを施設内に移転し、旧こど

もの国の児童機能（ゆうぎ室・図書室）を新たに建て替えられた西条児童館に集約した。

ひと・夢・未来創造拠点複合施設は、産業振興、市民活動支援や移住推進、シティプロモー

ション推進を加えた政策間連携を図ることで、移住者やＵターン人材を含む市民による新たな

チャレンジの支援や、イノベーションの創出に取り組むための拠点としても位置付けることとし

た。こうして、本市で初めての大規模複合施設を整備することになった。
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２　整備の内容

2020（令和２）年度に、ひと・夢・未来創造拠点複合施設の整備（こどもの国の改修）に係る

設計を行った。2021（令和３）年度に改修工事を行い、2022（令和４）年７月１日に開館した。

愛称は、2021（令和３）年10月の募集で寄せられた680作品から「ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥ」と

決定した。

ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥは、市民の交流と新たなチャレンジを応援する複合施設として、子ども

から社会人・高齢者まで、個人から法人企業・市民団体まで、みんなが地域を知り、地域の人々

と交流できる多世代・多目的の複合施設である。

館内には、西条市産業情報支援センター、西条市市民活動支援センター、移住コンシェル

ジュ、西条市国際交流協会が入った、また、市民や市民団体、企業などが交流したり打ち合せや

仕事、学習などに利用できる交流チャレンジスペース（カフェ併設）、市指定有形民俗文化財の

だんじり・みこしのほか、祭りに関する実物資料などを展示した展示スペースもある。その他、

イベントや講演会にも利用可能な会議室・研修室などがある。

翌７月２日には、オープニングイベントとして、キッチンカー、多目的室でのプラネタリウ

ム、世界の民族衣装の展示（国際交流協会）、お寿司ライジャケを着てみよう体験などを行った。

３　活動状況

ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥの特徴は、①全館フリー Ｗｉ-Ｆｉ完備、②各エリア飲食可能、③個人

学習で使用可能（全29席）、④多様な部屋、⑤小さな子どもとでも利用可能、⑥多種多様な展示

物である。

また、毎月第４日曜日を「ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥの日（マルシェ）」として、様々なイベント

などを行っている。

2024（令和６）年度までの施設利用状況は、図表３-１-12のとおりである。

図表３-１-12　ひと・夢・未来創造拠点複合施設利用状況
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１　自治会の運営

自治会は、一定の地域内に住む人々が、自主的に構成する任意の団体である。日常生活の中で

の様々な問題を解決し、住民同士が協力・連携して自分たちのまちを住みやすくしていくことを

目的としている。2024（令和６）年６月１日現在、西条市連合自治会には516の単位自治会が加

入している。自治会は地域で安全・安心に暮らしていくために重要な役割を担っているが、一方

で、解散や加入率の低下が大きな課題となっている。

本市では、こうした課題に対応するため、2016（平成28）年３月24日に、本市と西条市連合自

治会、西条宅建協会、周桑宅建協会の４者で「西条市における自治会加入促進に関する協定」を

締結した。この協定により、市役所の窓口や西条宅建協会と周桑宅建協会の会員である不動産会

社の店舗などで、新規転入者や住宅購入者などに対して、自治会加入の案内チラシを配布するな

ど、加入促進への働きかけを行っている。

しかしながら、自治会加入率の低下には歯止めがかかっていない。

西条市連合自治会の自治会加入世帯数の推移は図表３-２-１のとおりである。

図表３-２-１　西条市連合自治会の自治会数、加入世帯数の推移

広聴事業として、市と西条市連合自治会との共催によるタウンミーティングを開催し、地域課

題等のテーマに基づく意見交換を行っている。

市の自治会活動への支援制度は図表３-２-２のとおりである。
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【 西 条 市 連 合 自 治 会 】
事務局：本庁／市民協働推進課協働推進係

【 西 条 支 部 】
事務局：本庁／

市民協働推進課協働推進係

【各校区・地区連合自治会】
（９校区・２地区）

単位自治会

自治会員

①　玉津校区

②　飯岡校区

③　西条校区

④　神拝校区

⑤　大町校区

⑥　神戸校区

⑦　禎瑞校区

⑧　橘校区

⑨　氷見校区

⑩　加茂地区

⑪　大保木地区

【 東 予 支 部 】
事務局：西部／

市民福祉課市民生活係

【各地区連合自治会】
（９地区）

単位自治会

自治会員

①　周桑地区

②　吉井地区

③　多賀地区

④　壬生川地区

⑤　国安地区

⑥　吉岡地区

⑦　三芳地区

⑧　楠河地区

⑨　庄内地区

【 丹 原 支 部 】
事務局：西部／

市民福祉課丹原サービスセンター係

【各地区連合自治会】
（５地区）

単位自治会

部落

自治会員

①　丹原地区

②　徳田地区

③　田野地区

④　中川地区

⑤　桜樹地区

【 小 松 支 部 】
事務局：西部／

市民福祉課小松サービスセンター係

【校区連合自治会】
（２校区）

単位自治会

自治会員

①　小松校区

②　石根校区

図表３-２-２　市の自治会活動への支援

２　西条市連合自治会

2005（平成17）年、住民の自治活動の向上発展に努め、関係行政機関との連携を図るととも

に、各自治会長の相互の連絡を密にし、地域住民の福祉の向上と豊かな地域社会づくりに寄与す

るため、西条市連合自治会が設置された。同連合自治会では、自治会活動の充実を図るため、研

修会の開催、自治会報の発行、自治会加入促進活動などを行っている。

同連合自治会は、旧２市２町単位で支部を構成するとともに、市内27の校区（地区）連合自治

会により構成されており、校区（地区）連合自治会は各校区（地区）内の単位自治会を統括し、地

域の公民館や小中学校、関係団体等と連携しながら地域の実情に応じた自治活動を展開している。

同連合自治会の組織体系は図表３-２-３のとおりである。

図表３-２-３　西条市連合自治会の組織体系
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３　認可地縁団体

1991（平成３）年の地方自治法の改正によって導入された認可地縁団体制度の活用により、団

体の活動や組織に対する信頼性、信用性を向上させる取組を行っている。認可地縁団体について

は、自治会等が市町村長から認可を受けることによって法人格を取得し、土地、集会所等の不動

産を自治会等の名義で登記することが可能となる。また、2021（令和３）年に地方自治法が一部

改正されたことにより、不動産等の保有（保有予定）の有無にかかわらず、地域的な共同活動を

円滑に行うことを目的として認可を受けることができるようになった。

2025（令和７）年３月末日現在、市内には106の認可地縁団体がある。

認可地縁団体許可数の推移は図表３-２-４のとおりである。

図表３-２-４　認可地縁団体認可数の推移

１　コミュニティ施設整備費助成

集会所の整備等に対しては、合併後、コミュニティ施設整備事業費補助金として交付を行い支

援している。交付対象となるのは、集会所の新築や改修、設備整備、放送設備等の整備である。

また、新型コロナウイルス対策事業として、一時的に集会所の空調設備の整備に対しても補助

を行った。

集会所の整備状況は図表３-２-５、コミュニティ施設整備事業の推移は図表３-２-６のとおり

である。

図表３-２-５　集会所の整備状況（コミュニティ施設整備事業）
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図表３-２-６　コミュニティ施設整備事業の推移（実施件数）
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１　千の風になったあなたへ贈る手紙

名曲「千の風になって」は、本市出身のテノール歌手秋川雅史さんの歌唱により、全国へとそ

の歌が広められた。本市ではこれをきっかけとして、「千の風になって」ゆかりのまちとしての

まちづくりを行っている。

2009（平成21）年、㈱朝日新聞社及び㈱朝日新聞出版は、「千の風になって」にちなみ、亡き

大切な人への想いをつづる手紙を募集した。本市では、北海道亀田郡七飯町及び新潟県新潟市と

共に、この事業を後援し、普及拡大に努めた。「千の風になったあなたへ贈る手紙」と題したこ

の募集事業は、大きな反響を呼び、最終的に世界17か国、総数5,056通の作品応募があった。翌

年３月には、厳選153作品をまとめた作品集『千の風になったあなたへ贈る手紙』（㈱朝日新聞

出版）を出版している。

2010（平成22）年６月に㈱朝日新聞社から「千の風になったあなたへ贈る手紙」の作品原書の

寄託を受け、西条図書館に保管している。寄託を記念し、「千の風になって」の訳詞・作曲者で

ある新井満さん並びに㈱朝日新聞社編集委員である一色清さんをゲストに迎え、朗読会及びシン

ポジウムイベントとして、2010（平成22）年６月27日、第１回「千の風物語」を開催した。

また、㈱朝日新聞社及び㈱朝日新聞出版から、手紙の原書の寄託を受けた本市において、「千

の風になったあなたへ贈る手紙」募集事業を実施する提案を受け、本事業を市民団体「千の風」

手紙プロジェクトとともに行うなど、「千の風になって」ゆかりのまちとしての魅力を全国に発

信した。

2013（平成25）年に本市及び「千の風」手紙プロジェクトは、第２回「千の風になったあなた

へ贈る手紙」（平成25年２月～５月募集分）の全国募集を開始するとともに募集を記念し、５月

11日に「千の風物語第２章」と題し、講演・シンポジウムイベントを開催した。次に、第３回

「千の風になったあなたへ贈る手紙」（平成28年３月～６月募集分）を実施し、表彰式及び受賞

作品朗読イベントとして、2017（平成29）年３月25日に「千の風物語第３章」を開催した。その

後も、第４回「千の風になったあなたへ贈る手紙（令和元年７月～８月募集分）を実施し、2020

（令和２）年３月28日に「千の風物語第４章」を開催した。なお、選考に当たり、市民選考員を

公募して、市民参加型で行った。2021（令和３）年からは、募集期間を区切った従来の方法か

ら、年間を通して募集する方法へ変更し、作品を本市ホームページで公開している。

このほか、「千の風になって」ゆかりのまちとして千の風サミットの開催や参加、白い羽のポ

ストや千の風になって歌碑モニュメントの設置などを行っている。

千の風サミットは、七飯町及び新潟市と共に都市間の相互協力並びに全国に向けた共同情報発

信を行うことを目的として、2009（平成21）年２月13日に新潟市で第１回が開催された。以後、

各都市持ち回りで開催され、2018（平成30）年までに５回開催されている。本市では、2011（平

成23）年１月に第３回サミットを開催している。

白い羽のポストは、「千の風になったあなたへ贈る手紙」全国募集の開始に伴い、2013（平成

25）年２月15日に同手紙投函用ポストとして市民団体「千の風になって」のまちづくり実行委員
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会から寄贈され、西条図書館に設置した。白い羽のポストは、七飯町、新潟市にも寄贈されて

いる。

千の風になって歌碑モニュメントは、「千の風」手紙プロジェクトが中心となり、2015年（平

成27）年３月21日に西条図書館北側緑地に設置した。周辺のアクアトピア水系の景観に馴染んだ

ドーム型のモニュメントで、地元の石鎚山系の緑泥片岩が使用されている。また、同日から、四

国旅客鉄道㈱との連携協定により、ＪＲ伊予西条駅の列車到着メロディとして「千の風になっ

て」が採用されている。

２　西条市愛唱歌「石鎚山」

この曲は、市民団体「千の風になって」のまちづくり実行委員会と本市が新井満さんへ、西日

本最高峰の石鎚山をテーマとした曲の作詞作曲を依頼したものである。制作に当たり、新井さん

には市民など6,000人を超える署名と市内小中学生が石鎚山への想いを書いたアンケートを手渡

した。曲の完成後、多くの人に聞いてもらうため、2019（平成31）年１月に、市内小学校、中学

校、高等学校、公民館等へＣＤを配布し、庁舎外線電話保留音を「石鎚山」の曲に変更している。

2019（平成31）年３月19日には、丹原文化会館で西条市愛唱歌「石鎚山」の完成記念イベント

を開催した。

西条市愛唱歌「石鎚山」は、新井満さんが歌うバージョンと秋川雅史さんが歌うバージョンの

ＣＤ販売を市内取扱店舗で行っている。

１　地域自治組織設立の背景

近年、急激な少子高齢化や人口減少が進行する中、人々の価値観やライフスタイルが多様化・

複雑化し、地域を取り巻く環境が大きく変化してきた。

地域では、住民同士で助け合うといった共助に対する意識の希薄化が進むと同時に、自治会や

婦人会、老人クラブなどの各種団体は、担い手の不足、役員の高齢化・固定化などから、これま

で当たり前にできていた地域活動すらできなくなることが予想されるなど、大きな課題に直面し

ている。

一方で、自主防災活動、子どもや高齢者の見守り活動など、住民による自主的な取組は、地域

の課題解決に大きな役割を果たしており、各地で多発する自然災害に際しても、住民の安否確認

や炊き出しなど様々な面で共助の重要性が見直されていることから、持続可能な暮らしを実現す

る上では、組織や団体、年代などの垣根を超えた地域コミュニティの活動が必要となっている。

２　地域自治組織設立の推進

本市は上記のような認識のもと、地域自治や市民との協働によるまちづくりを推進していくた

めの指針を作成することとした。2017（平成29）年10月に市民有志32人で発足した「地域コミュ

ニティのあり方研究会」において、市民参加による研究を行うことからスタートした。同研究会
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では、翌年２月にかけて５回の会合を開き、各地域の現状や課題を共有するとともに、これから

の地域づくりの在り方について自由に話し合いを行った。

その後、地域コミュニティの現状や課題、持続可能な地域コミュニティの構築に向けた方向

性、地域コミュニティと行政の関わり方等について検討するために、自治会や婦人会、ＰＴＡ、

地域で活動する各種団体の代表者等で構成する「地域コミュニティのあり方検討委員会」を設置

し、2018（平成30）年５月から６回にわたる議論を重ねた。また、20歳以上の市内在住者2,000

人（無作為抽出）を対象とした地域コミュニティに関するアンケート調査を実施し、地域の現状

を把握するとともに、より多くの市民の意見を指針に反映させるように努めた。

そして、2019（平成31）年３月、「西条市地域コミュニティ基本指針～持続可能な暮らしの実

現を目指して～」を策定した。基本指針では、地域コミュニティが目指す方向性として次の４点

を挙げている。

①　多様な主体が「参加」する地域コミュニティ

②　団体同士がつながり、「連携」する地域コミュニティ

③　地域内での「話し合い」を大切にする地域コミュニティ

④　地域住民が主体となって「課題解決」を行う地域コミュニティ

また、基本指針では、地域自治組織は、地域コミュニティが目指す方向性を実現するためのし

くみであり、「自治会や各種団体だけでは対応できない地域の課題を解決する」「自治会や各種

団体の活動を支える・補完する」ために設立することを目的としている。

地域自治組織は、小学校区や公民館区を基本的な範囲とし、自治会、婦人会、老人クラブ、Ｐ

ＴＡ、学校、青年団、愛護班、消防団、防犯協会、交通安全協会など、地域で活動する各種団体

で構成されることを想定している。また、企業やＮＰＯなどにも、地域を構成する団体の一つと

して参加を呼びかけることも考えられる（図表３-２-７）。

行政の支援については、地域自治組織は本市のまちづくりにおける対等なパートナーであると

の認識のもと、財政支援や人的支援、情報提供、人材育成の面で支援を行うとしている。

図表３-２-７　地域自治組織の組織構成のイメージ
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３　設立及び活動状況

地域づくりの取組は、基本指針に沿って推進しており、2025（令和７）年３月末現在、14地区

で、地域行事の見直し、児童の見守り活動、地域団体への活動支援、伝統文化の継承など、地域

の実情に即した多様なテーマによる話し合いや活動を行っており、内８地区において地域自治組

織が設立されている。

なお、橘、大町、田滝、中川、多賀、田野、小松の７地区においては、地域自治組織と本市が

持続可能な暮らしの実現に向け、協働によるまちづくりの対等なパートナーとして密接に連携す

ることを目的として「地域自治の実現及び協働によるまちづくりパートナーシップ協定」を締結

している。

地域自治組織の設立状況は図表３-２-８のとおりである。

図表３-２-８　地域自治組織の設立状況

１　西条市市民活動支援センター

少子高齢化の急激な進展や環境問題の深刻化など、様々な地域課題や住民ニーズに対し、従来

のように行政だけでの対応は難しくなってきている。ＮＰＯ法人、ボランティア団体、地縁組織

による活動や民間事業者による社会貢献活動等が活発化し、市民と行政、市民活動団体など多様

な主体が連携・協力することにより「公共」を担っていくという在り方が求められるようになっ

た。一方で、市民活動団体の活動基盤は脆弱で、組織力・資金力の強化、活動場所の提供、マネ

ジメントなど、様々な支援や情報提供が切望されていた。

こうしたことから公益的な活動を行う市民活動団体を支援し、市民と行政が一体となってまち

づくりや地域課題の解決、地域福祉の向上等に取り組む協働のまちづくりの推進を図るための活
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動拠点として、2016（平成28）年１月17日、西条紺屋町商店街内に「西条市市民活動支援セン

ター（ＳＳＣ）」を設置した。

ＳＳＣの設置に際しては、市内で市民活動を実践しているメンバーを中心に開設準備委員会が

結成され、各委員がより多く発言できるようワークショップの手法を用いながら検討を進めた。

また、市内の市民活動団体の現状及びニーズを把握するため、ＮＰＯ法人、西条市まちづくり

ボランティア事業、西条市福祉ボランティア事業及び西条市ボランティア連絡協議会に登録して

いる団体等に対しアンケート調査を実施した。アンケートでは、「会員・後継者不足」「活動資

金不足」という回答が顕著だった。

ＳＳＣの主な役割や機能は次の５点である。

①　市民活動団体の設立や団体運営などの相談やコーディネートに関すること

②　イベントや助成金、市民活動団体などの情報の収集や発信に関すること

③　研修、講座等の実施に関すること

④　市民活動団体の交流の促進及びネットワーク化に関すること

⑤　市民活動団体の活動場所及び資機材の提供に関すること

2022（令和４）年７月、ＳＳＣは新たに完成したひと・夢・未来創造拠点複合施設（ＳＡＩＪ

Ｏ　ＢＡＳＥ）に移転した。ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥは、ＳＳＣのほか西条市産業情報支援セン

ター、西条市国際交流協会などが入る複合施設である。ＳＳＣ開設当初から年に１回開催してい

る「まちづくりフェス」や、ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥへの移転後は毎月１回開催している「ＳＡＩ

ＪＯ　ＢＡＳＥの日」に合わせて、団体の活動のＰＲイベントを行っている。また、「ボラン

ティア講座」「Ｚｏｏｍの使い方講座」「動画作成講座」「初心者向けパソコン講座」「ファシ

リテーション（会議を円滑に進めるための手法）講座」など、活動を行う上で必要な知識やスキ

ル、情報発信の手法をテーマにした講座を開催している。ＳＳＣ内の会議室利用やＳＳＣホーム

ページ上への団体情報の掲載、広報紙での団体紹介等、講座案内の受け取りには登録が必要であ

る。2025（令和７）年３月末現在の登録数は169団体である。

市民活動支援センター利用状況は図表３-２-９のとおりである。

図表３-２-９　市民活動支援センター利用状況
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２　さいじょうまち美化パートナー制度

「さいじょうまち美化パートナー制度」は、道路、河川、公園等の公共空間の環境美化活動等

を、ボランティアで行う団体を募り、市が活動に対して必要な支援を行う制度で、市民と行政が

協働して、地域の快適で美しい環境づくりを推進することを目的としており、アダプト・プログ

ラム*１をベースにしている。

合併前の旧西条市では西条アクアルート「アダプト・プログラム」、旧東予市では「とうよ・

アダプト・プログラム」として実施されていたが、合併後は、同制度に統一して実施している。

市は登録団体に対して、清掃用具、ごみ袋、植栽用の草花等の提供、ボランティア活動保険の

加入、団体名を記載したサインボードの設置等の支援を行っている。

登録団体数の推移は図表３-２-10のとおりである。

図表３-２-10　まち美化パートナー登録団体数の推移

３　ヒトづくり塾

2016（平成28）年度から2019（令和元）年度まで、「西条を元気にしたい！」という思いを持

ちながら一歩を踏み出せていない人や、現在の活動をより発展させたい人を対象に、その夢を実

現するためのプランづくりを学ぶ「ヒトづくり塾」を開催した。目的は、地域を担うキーパーソ

ンとなり得る人材を堀り起こし、新たな活力を創出することである。

「ヒトづくり塾2016」の塾生は13人で、2016（平成28）年５月から約半年間、５回のカリキュ

ラムを受講した後、６回目に最終発表会を行った。「ヒトづくり塾2017」は７人、「ヒトづくり

塾2018」は８人、「ヒトづくり塾2019」は10人の塾生が参加し、半年間で最終発表会を含む６回

のカリキュラムを実施した。

４　西条市版地域創生コミュニケーションサイト

2015（平成27）年度、市内外の人と共に、地域創生のまちづくりを推進することを目的として

インターネット上に、クラウドファンディング機能を有する「西条市版地域創生コミュニケー

ションサイト」を開設した。サイトには「水」をはじめとする地域資源に着目し、本市の魅力情

報を発信するコンテンツを盛り込むなど、2020（令和２）年度まで、各種まちづくり参加プロ

ジェクトの創出支援に取り組んだ。
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５　西条市版ローカルファンド構想

2017（平成29）年12月27日に㈱愛媛銀行、プラスソーシャルインベストメント㈱及び本市との

３者で「ローカルファンド構築事業の推進に関する協定」を締結し、持続可能な地域社会の実現

に向けて、地域課題の解決・解消を目指すチャレンジを地域で応援しあえるしくみ＝「西条市版

ローカルファンド」の構築を目指し、チャレンジを支えるための、人と人のつながり、資金、自

然、文化など、あらゆる地域資源を活かす地域内循環の構築に向け、多様な市民、企業、金融機

関、行政等との対話による検討を進めた。

「西条市版ローカルファンド」は、「チャレンジを応援しあえるまち」として、一人ひとりが

想いを実現できる地域社会を目指し、チャレンジする人が、地域の皆に温かく見守られ、応援さ

れて、新しい価値を生み、その生み出した価値が次なるチャレンジを呼ぶといった循環を育てる

ことを目標としている。

図表３-２-11　西条市版ローカルファンド構想

ローカルファンド構想の実現に向けた第一歩として、前述した３者により2018（平成30）年４

月27日に「社会的事業への資金調達支援に関する協働協定」を締結し、「西条市版ＳＩＢ」に取

り組んでいる。ＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）とは、社会的インパクト投資（経済的利

益のみでなく社会的利益の創出に向けた投資）のしくみの一つで、行政、民間事業者や資金提供

者等が連携し社会問題の解決を目指す、成果志向の取組である。

2018（平成30）年度から2024（令和６）年度まで実施した「西条市版ＳＩＢ」では、地域の社

会的課題の解決等につながるプロジェクトを市内で公募し、外部有識者を含む審査を経て採択し

たものについて、「投資型クラウドファンディング」を活用して住民や企業からの「出資」を募

り、その出資金により採択事業者がプロジェクトを実施する。プロジェクト実施後、採択時にあ

らかじめ設定していた「成果目標」の達成が認められれば、市が交付金を支出し、出資者へ元本

を返す。導入の背景には、既存の補助金制度の見直し（成果や取組内容の「見える化」）と住民

主体のまちづくり（地域課題解決につながる取組に対し、地域住民が主体的に参画できるしくみ

づくり）があった。
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その実績は、図表３-２-12のとおりである。

図表３-２-12　西条市版ＳＩＢの実績

「西条市版ＳＩＢ」に続き、2020（令和２）年度からふるさと納税を活用したＮＰＯ等支援を

実施している。この支援制度は、一定の要件を満たしたＮＰＯ等の活動内容等をふるさと納税

ポータルサイトで紹介し、市内外の人が活動に共感するＮＰＯ等を指定して寄附することができ

る制度である。いただいた寄附額から必要経費を除いた金額を市からＮＰＯ等へ交付する。

2025（令和７）年３月時点での登録団体は、図表３-２-13のとおりである。

図表３-２-13　ふるさと納税を活用したＮＰＯ等支援登録団体

2022（令和４）年11月１日にソーシャルビジネスに取り組む事業者等を支援するため、㈱日本

政策金融公庫新居浜支店、㈱西条産業情報支援センター、公益財団法人えひめ西条つながり基

金、ＮＰＯ法人西条まちづくり応援団及び本市との間で「ソーシャルビジネス支援に係る業務連

携・協力に関する覚書」を締結した。この５者協定に基づき「さいじょうソーシャルビジネスサ

ポーターズ」として、合同相談フォームの開設やセミナーの開催などを実施し、官民協働でロー

カルファンドの構築を図っている。

なお、2025（令和７）年度からは、ソーシャルビジネス事業者が一定の要件を満たした事業の

資金調達にクラウドファンディングを活用した際に発生する手数料に対し補助を行う「クラウド

ファンディング活用支援事業」を実施することとしている。

本市では、合併後、人口減少や少子高齢化といった課題に直面する中、市外、県外から新たな

住民を受け入れ、特に、若い世代や子育て世代の移住を促進することで、地域の活力を取り戻し

ていくことが必要とされていた。
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また、将来的に人口減少が続く中、製造業を中心とする産業規模が大きい本市にとって、生産

年齢人口の減少に伴う労働力不足は深刻な問題であった。

こうした背景のもと、本市では移住政策に重点をおき、人口減少対策に取り組むとともに、関

係人口や活動人口の増加といった施策にも視点をおくなど、持続可能な社会構築を目指した各種

政策に取り組んでいる。

１　移住施策

まず、移住施策として2014（平成26）年度から移住希望者向けの住宅を探すなど、移住者向け

の情報提供を始めた。

2018（平成30）年度には、東京に常設の移住相談窓口を設置するとともに、都市部で「西条市

移住セミナー」を開催するなど移住希望者の掘り起こしを図った（都内の移住相談窓口は、令和

２年度に廃止）。

市の知名度を上げていくプロモーションの推進と多方面からのアプローチが移住・定住者の増

加を図る上で重要な役割を果たしている。雑誌、ラジオ、テレビ、ＹｏｕＴｕｂｅ等のＳＮＳ、

ＷＥＢ広告、都内でのトークイベントなどによるプロモーション活動で知名度を上げるととも

に、本市に興味を持った人に移住促進サイト「ＬＩＶＥ　ＩＮ　西条」（のちにＬＯＶＥ　ＳＡ

ＩＪＯサイトと統合）のサポーター登録をしてもらっている。登録者には、フェア・セミナーへ

の参加を案内し、移住の確度の高い人に対しては個別無料移住体験ツアーや無料アテンドサービ

スを実施している。移住体験ツアーやアテンドサービスでは、観光地を回るようなツアーではな

く、移住生活がイメージできるようにその人に合った人や生活に必要な場所を訪問し、移住相談

員や先輩移住者等と直接会話し相談することで移住への不安を取り除く取組を進めるほか、ツ

アー後も、仕事や住まいを探すなどのアフターフォローを行っている。

2021（令和３）年度からは、移住コンシェルジュを業務委託し、地域や各種団体と繋げること

により移住希望者に寄り添ったきめ細かな対応を行うとともに、移住に関わる各種制度を充実さ

せ「移住フルサポート機能」を確立している。

移住者数の推移は図表３-２-14のとおりである。

図表３-２-14　移住者数の推移
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２　お試し移住用住宅

2019（令和元）年12月から、移住検討者に、本市の風土・気候をじっくりと体感し、移住、定

住を検討する拠点として利用してもらうために、お試し移住用住宅「リブイン西条ハウス」の運

用を開始した。リブイン西条ハウスは、ＪＲ伊予小松駅から徒歩約５分の立地、４ＤＫ木造平屋

建て住宅で、家具・家電・寝具・Ｗｉ-Ｆｉ等を完備しており、対象者に６泊７日を上限に１日

1,000円（１組）で貸し付けている。

お試し移住用住宅の利用状況は図表３-２-15のとおりである。

図表３-２-15　お試し移住用住宅の利用状況

３　空き家バンク・移住者住宅改修支援事業

「空き家バンク」は、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者などからの申請により登録した

空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して提供する制度で、2016（平成28）年度から開

始した。登録した空き家情報は、市のホームページや全国版空き家バンクサイトに掲載し広報し

ている。

また、所有者と利用希望者間の媒介等については、本市と協定書を締結した西条宅建協会・周

桑宅建協会・全日本不動産協会愛媛県本部の協力により行っている。

空き家バンクの利用状況の推移は図表３-２-16のとおりである。

図表３-２-16　空き家バンクの利用状況の推移

空き家の有効活用を図り、県外からの移住・定住を促進するため、2016（平成28）年度から西

条市移住者住宅改修支援事業費補助金制度を開始した。この制度は、県外からの移住者に対して、
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市又は県空き家バンクを通じて購入した住宅の改修等に要する費用のうち補助対象経費の３分の

２以内を補助するもので、上限は働き手世帯で200万円、子育て世帯で400万円としている。ま

た、家財道具の搬出等に関しても補助を行っている。

４　婚活支援

結婚願望はあるものの、めぐり逢いの機会がないなどのアンケート結果や、市内の未婚率が上

昇傾向で、特に2010（平成22）年から2015（平成27）年にかけて、約２％上昇したことなどか

ら、本市では2018（平成30）年度に、結婚を希望する独身男女を対象に出会いの場の提供などを

行う結婚支援事業を開始した。

ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯサイト内に「婚サポ（婚活サポート）」のコンテンツを設け、セミ

ナー・イベント情報やＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯマリッジサポーター*2の紹介、成立カップルインタ

ビューなどの情報を発信している。

婚活イベントの実施状況は図表３-２-17のとおりである。

図表３-２-17　婚活イベントの実施状況

結婚支援事業の中でも特に若年女性へのアプローチを重視しており、2020（令和２）年度の結

婚支援事業では、「若年女性の移住・定住促進」をテーマとして興味を引くセミナーと出会いイ

ベントを実施し、マッチングしなかった方向けのアフター勉強会等を実施した。

５　Ｏターン推進事業

Ｏターン推進事業は、団塊世代の退職者等、都市部の豊富な経験と技術を有する人材を「誘

致」する手段として、本市と都市部を行き来する“二地域居住”を推進し、市内中小企業の開発

力等の向上を図るとともに地域の活性化を目指す事業で、2008（平成20）年度から2012（平成

24）年度まで実施した。地域中小企業の弱点となっている企画力、開発力、管理能力の強化を目

指し、企業側のニーズ調査や人材の発掘、事業説明のセミナー開催などを行った。
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６　関係人口・活動人口増加への取組

関係人口とは、移住した“定住人口”でもなく、観光に来た“交流人口”でもない、地域と多

様に関わる人々を指す。活動人口とは、地域内で社会活動を実践する人と地域の外から当該地域

の持続可能な地域づくりに貢献する人の総数を指す。現在、地方では、関係人口や活動人口の増

加が地域づくりの担い手として期待されている。

本市では、前述のＯターン推進事業などの取組を経て、2020（令和２）年３月、地域再生計画

「関係人口を起点とした転職・起業等の新たな人生チャレンジ応援計画」を策定した。また、

2021（令和３）年８月、「西条市ＳＤＧｓ未来都市計画」を策定し、活動人口増加の核となる

「移住フルサポート機能」の確立を盛り込んだ。

こうした背景には、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足の影響が深刻化する中、これまで人

材不足に対する即効性のある施策として、人口の社会増を促す移住促進や関係人口創出の取組を

積極的に推進してきたが、その半面、移住者や関係人口と市民との交わり不足といった新たな課

題も生じてきたことがある。

そのため関係人口をはじめとする「新たなチャレンジ応援プラットフォーム」の構築に努める

とともに、慢性的な人材不足に対しては、「在住者」＋「移住者」＋「関係人口」＝「活動人

口」の構図を成立させ、活動人口を減少させないことが持続可能な地域社会の実現に繋がるとい

う理念の下、本市独自の取組を推進している。

このような中、2022（令和４）年７月には、起業したい、就職・転職したい、社会貢献した

い、移住したい、本市に何らかの形で関わりたいという人々を支援することで「移住者」や「関

係人口」を含めた「活動人口」を増やし、持続可能な地域社会を実現するための象徴的な施設と

して「西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設（ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥ）」が完成した。

本施設では、「ヒト」「カネ」を活かすため、「産業イノベーション機能」「まちの人事機

能」「移住フルサポート機能」を確立し、個々の機能を有機的につなぎ一元集約化することで

「新たな人生チャレンジ」と「新たなイノベーションチャレンジ」双方を実現する拠点と位置付

け、移住コンシェルジュが常駐している（詳細は、３編１章８節で説明）。

７　住みたい田舎ベストランキング

住みたい田舎ベストランキングは、㈱宝島社が、月刊誌「田舎暮らしの本」において、全国の

市町村を対象としたアンケート結果をもとに、田舎暮らしの魅力を数値化してランキング形式で

紹介したものである。2025（令和７）年版では、アンケート回答のあった全国547の市町村を対

象に、人口規模別に七つのグループに分け、さらに、「総合」「若者世代・単身者」「子育て世

代」「シニア世代」の４部門で評価している。

本市では、地方創生の一環として早くから県外・市外からの転入促進や転出抑制を促す施策な

ど定住促進に積極的に取り組むとともに、各メディアを通じた効果的なプロモーションを展開し

ており、その結果、2019（令和元）年版では、「10万人以上20万人未満」の人口規模において若

者世代が住みたい田舎部門で全国５位、全人口規模を対象としたエリア別ランキングにおいて四

国エリアで全部門１位となった。
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2020（令和２）年版では、若者世代が住みたい田舎部門で全国１位となり、エリア別部門１位

で連覇となった。

2021（令和３）年版では、全部門で全国１位、エリア別部門で３連覇となった。

2022（令和４）年版では、若者世代と単身者が住みたいまちで全国１位、ほかの２部門で全国

２位となり、エリア別でも若者世代と単身者が住みたいまち１位、ほかの２部門で２位となった。

ランクアップの理由としては、コロナ禍においてもインターネットの効力を十分に活用したオ

ンライン相談や、若い起業家の支援にも注力し、若い世代の活力が更に若者を呼ぶという好循環

を生んでいることが挙げられている。
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１　広報紙

本市の広報紙「広報さいじょう」は新西条市の誕生を告げる2004（平成16）年11・12月合併号

が第1号である。それ以降は月刊で毎月1日に発行し、2025（令和７）年３月号で通算244号にな

る。2007（平成19）年１月号から有料広告の掲載を開始した。タイトルロゴは2009（平成21）年

７月号と2018（平成30）年５月号に変更し、2018（平成30）年５月号からオールカラーになっ

た。2015（平成27）年６月号からウェブブック版も開始した。ＰＤＦファイルもあり、市ホーム

ページからダウンロードできる。

毎号趣向を凝らした特集記事のほか、市政の話題やイベント・講座、健診・子育てなどの情報

などを掲載している。幼児の写真を募集する「まちのアイドル大集合！」など市民参加のページ

もある。毎年読者アンケートも実施しており、その結果を市ホームページで発表している。

また、2018（平成30）年５月号から、紙面を大幅にリニューアルし、読者ターゲットを子育て

に忙しい20代～40代とし、「まずは手に取ってもらう」を念頭に広報紙を作成している。

本市の広報紙は、様々な広報紙関連の賞も受賞しており、県と愛媛県広報協会が主催する愛媛

県市町広報コンクールでは、毎年のように特選や部門賞等を受賞している。また、2021（令和

３）年７月号では、公益社団法人日本広報協会が実施する「全国広報コンクール」の広報紙（市

部）部門で、全国１位となる総理大臣賞を受賞し、翌年７月号も写真部門で全国２位に入選して

いる。

２　広報紙の配布方式の切り替え

広報紙の配布は、合併後から2020（令和２）年まで、自治会やグループなどの広報配布員が担

当していた。報酬は１部30円で個人に支払われていたが、自治会などの財源に充てられている地

区も多数あった。この配布方法には、配布員への配送費等の高騰、自治会未加入世帯などへの未

配布、高齢化等による配布員の確保の困難という３点の課題があった。

そのため、2021（令和３）年度からは民間業者による全戸ポスティングに切り替えた。

ポスティング導入のメリットとしては、今まで届いていなかった世帯へも配布できるように

なったこと、自治会等の配布員不足が解消できたこと、全体として広報事業費が低減できたこと

が挙げられる。配布部数は自治会等が配布していた2020（令和２）年度が３万9,670部だったの

に比べ、全戸ポスティングに変わった2022（令和４）年度が４万9,700部と１万30部増加している。

一方、デメリットとしては、自治会配布時に比べ配布時の高齢者などへの見守り機能がなく

なったこと、一部自治会等の収入となっていた配布手数料がなくなったことが挙げられる。

３　公式ホームページ

本市の公式ホームページは、合併に合わせ市内全域を対象とした内容で発信をはじめ、コンテ

ンツを充実させていくとともに、2006（平成18）年12月から公式ホームページにバナー広告の掲
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載を開始した。2014（平成26）年にはＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入し、

公式ホームページのコンテンツを構成するテキストや画像などの一元的な管理を始めた。それか

ら６年が経過し、高度化、多様化する閲覧者のニーズへの対応、スマートフォンやタブレットな

どモバイル機器による閲覧への対応、加速化する自治体ＤＸ化に沿ったデジタルコンテンツの充

実、ＳＤＧｓの取組の周知など、新たな課題が生じてきた。これらの課題に対応し、時節に合っ

た情報発信機能の強化や安定した運用に努めている。

2024（令和６）年度の表示回数（ＰＶ数）は582万3,344件、セッション数は241万1,349件である。

４　公式ＳＮＳ

本市では、様々なＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を使って市のＰＲや情

報発信を行っている。

(1) Ｆａｃｅｂｏｏｋ

2012（平成24）年10月に、市のイベント情報、行政情報、地域の出来事など、多岐にわたる情

報を迅速かつ分かりやすく発信することを目的として、Ｆａｃｅｂｏｏｋによる情報発信を開始

した。2025（令和７）年３月現在、フォロワー数は7,530人、記事投稿数821件、記事閲覧数96万

3,085回である。市内在住の登録者が中心と思われる。

利用者の増加は他のＳＮＳと比較するとやや低く、特に若年層ユーザーは減少傾向にあると考

えられる。今後も新しいプラットフォームや変化するユーザーの嗜好により、利用者数の動向が

変化していく可能性があるため、トレンドや市場の変化に注目しながらよりターゲットを広げた

運用を図っていくこととしている。

(2) ＹｏｕＴｕｂｅ

2014（平成26）年12月から、本市公式チャンネル「さいじょうムービーチャンネル」（本市公

式ＹｏｕＴｕｂｅ）を開設している。2025（令和７）年３月現在のチャンネル登録者数は2,850

人で、本市の魅力や市政情報などをＰＲする動画を232本掲載している。

コロナ禍までチャンネル登録者数は300人程度で、主に市が作成したプロモーション動画を掲

載していた。しかし、コロナで中止となった講座等の補完や市長メッセージなど、原則、原課が

作成する動画の掲載場所として活用したことから、結果としてチャンネル登録者が増加した。西

条まつりの動画や子育て関連の動画は特に再生回数が伸びており、子育て動画では25万回以上再

生されているものもある。2023（令和５）年にアップした眞鍋かをりさん、ちゃんゆ胃さんのサ

プライズ・メッセージ動画も約１万回再生されている。

(3) ＬＩＮＥ

2020（令和２）年７月に、市民等に向け災害情報や生活情報など、本市に関する様々な情報

を、積極的かつ迅速に周知するため、ＬＩＮＥを活用した情報発信サービスを開始した。2021

（令和３）年２月にはデザインをリニューアルし、メニューを基本メニュー、コロナ関連、まち

の魅力の３点に大きく分け、タブで切り替えられるように改善した。ボタンの数も増やし、様々

な人が直感的にアクセスできるよう配慮した。

ＬＩＮＥ登録については、これまで紙媒体であるチラシ配布や広報紙で推進しており、新型コ

ロナウイルスのワクチン接種情報と併せて登録を促した際には大幅に登録者が増加した。その後
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は大幅な増加は無いものの、登録者数は月ベース30～50人の間で推移しながら増加している。今

後も効果的な配信を継続していく。

2025（令和７）年３月現在、友だち登録数１万8,980人、情報発信数は912件である。利用者の

カテゴリー登録から登録者の95％が本市在住者で、残り５％が市外に居住していると推計される。

５　プロモーション動画

プロモーション動画は、直接的に映像で市の紹介や取組を説明するツールとして2022（令和

４）年から作成し活用してきた。

現在の本市公式プロモーション動画は2022（令和４）年３月に公開された「行ってこーわい西

条～日本一住みたい普通の田舎～」である。住みたい田舎ベストランキング若者世代部門で2020

（令和２）年から３年連続全国１位を獲得した本市の魅力を、風景、子育て・教育、産業、伝

統・文化、体験、グルメ、スポットのジャンル別に紹介している。フルバージョンは10分、

ショートバージョンは４分で、中国語、英語、ベトナム語バージョンもある。「令和４年愛媛県

市町広報コンクール」の映像部門に入選している。

そのほか観光編、石鎚山系ＰＲ編、スポーツ施設編、西条まつりなど全35本のプロモーション

ビデオをＹｏｕＴｕｂｅなどで公開している。「平成30年愛媛県市町広報コンクール」では石鎚

クライミングパークＳＡＩＪＯのプロモーションビデオが、「令和３年愛媛県市町広報コンクー

ル」ではコロナ禍で帰省できない若者への応援メッセージが、いずれも映像部門で入選した。

６　市勢要覧

経済や産業、人口など市の情勢、観光や特産品、活躍する市民など市の魅力をまとめ、市内外

にアピールする冊子が市勢要覧である。本市では2006（平成18）年と2015（平成27）年に発行し

ている。

2006（平成18）年版は「西条 自然の恵みが、私たち西条のチカラ。」と題して、特産品や産

業集積、官学連携、人的交流、都市インフラ、防災体制など様々な本市のチカラを紹介した。

2015（平成27）年版は「西条風趣 霊峰に抱かれた最上の水都」と題して、本市のチカラやまち

づくりの基本方針などに加え、青野市長と作家の新井満さんの対談、長友佑都さん、秋川雅史さ

ん、宇高菜絵さんなど地元出身の著名人や地元で活躍する人たちからのメッセージも掲載した。

表紙の「西条風趣」の文字は新井満さんの揮毫による。

７　ケーブルテレビ

市が推進している重要施策や新規事業などについて、市長や職員がケーブルテレビを通じて市

民に説明する広報番組の制作・放送を2007（平成19）年度から開始した。「やりよるで!?西条パ

ワー」、「キャッチボール西条」、「ワクレポ西条」と番組名を変えながら、10年余りにわたっ

て放送を続けてきたが、シティプロモーション戦略に基づいて広報活動の在り方の見直しによ

り、2018（平成30）年４月の放送で終了した。
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本市公式ＹｏｕＴｕｂｅ「さいじょうムービーチャンネル」では、2017（平成29）年１月放送

分から2018（平成30）年４月放送分までの「ワクレポ西条」を公開している。

１　西条市シティプロモーション戦略

(1) 戦略策定までの背景

本市の課題である人口減少に伴う少子高齢化の進展や産業の担い手不足、若年層の転出とＵ

ターン率の低さ、全国的な知名度不足に対応し、地方創生に向けた取組を推進するため、「知名

度・都市イメージの向上を通じた移住・定住・交流・関係人口の獲得」を目的として、西条市シ

ティプロモーション戦略を2018（平成30）年３月に策定し、同27日に発表した。

(2) 戦略の基本目標

①　市外から見た本市の知名度とイメージの向上〈市外に向けたプロモーション〉

　ターゲット…東京圏・関西在住（本市出身者含む）の若者、県内近隣自治体在住の若者

②　市民の本市への愛着と誇りの醸成〈市内に向けたプロモーション〉 

　ターゲット…本市在住の若者

(3) 戦略の改定

2020（令和２）年２月及び2025（令和７）年２月に戦略の改定を行った。改定のポイントは次

の３点である。

①　情報発信の更なる強化…テレビなどマスメディアをはじめとした様々なメディアを活用

　　　するとともに、インターネット広告を使った的確な情報発信を実施し、着実な「Ａｔｔｅ

　　　ｎｔｉｏｎ=認知」の向上を目指す。

②　関係人口の創出・拡大…地域課題の解決や将来的な移住に向けた裾野を拡大するため、

　　　ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯファンクラブを強化・拡充し、関係人口の創出・拡大を図る。

③　目標値の設定…第２期西条市総合計画（後期基本計画）に準じた目標数値を設定した。

２　ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯキャッチフレーズとロゴの選定

2018（平成30）年３月策定の同戦略内において、キャッチフレーズとロゴを策定した。

本戦略の策定に当たり、市民有志や職員によるワークショップを実施するとともに、商工会議

所青年部、青年農業者協議会等の各種団体との意見交換を行い、市民目線での本市の魅力や課

題、イメージ等についての意見を聴取し、都市イメージの方向性や基本目標等に反映させた。市

民ワークショップは、16人で構成し、2017（平成29）年９月から12月にかけて４回開催し、

キャッチフレーズとロゴの策定など、本市の魅力や課題、コンセプトづくりに向け意見交換を実

施した。

キャッチフレーズ・ロゴマークを活用することで、本市におけるシティプロモーションの展開

に統一性や一貫性を持たせ、ターゲットに対する発信力・求心力を強化している。
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３　ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯファンクラブ

(1) 経緯

2014（平成26）年度に、本市に何らかのルーツを有する市外在住の方に会員登録してもらい、

東京及び大阪で開催する交流会を通じてネットワークを構築する「西条うちぬき倶楽部」を開設

した。

しかし、同倶楽部は、市から一方的に情報発信をする手法を取っており、各種施策との有機的

なつながりが弱く、登録している会員の年齢層も高いため、会員同士がつながりを持てないとい

う課題があった。

これらの課題を受け、2018（平成30）年度に、既存のうちぬき倶楽部に、新たに本市民と民間

企業や各種団体を会員対象として加え、ＳＮＳ等を活用して市外在住の会員と本市民が情報交流

を図ることができるネットワークとして再構築し、その名称を「ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯファンク

ラブ」とした。

(2) コンセプト

ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯファンクラブは、市外の人には「西条市を知ってもらって好きになって

欲しい」、市内の人には「まちの魅力を再発見し、もっと好きになって欲しい」ということをコ

ンセプトとして掲げている。

(3) 会員数

2025（令和７）年３月末現在の会員数は3,908人（67％市外）、会員団体は269団体（85％市

内）である。

４　インフルエンサーを活用した情報発信

本市にゆかりのあるインフルエンサーを活用した情報発信を行っている。

(1) ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯ応援大使

①　目的

　人口減少や知名度の向上といった社会課題を解決するため、まちの魅力を市内・市外を問

　　　わず、積極的に情報発信してもらう。任期は、終身とするが、大使から申出のあった場合

　　　はこの限りではない。 

②　就任日

　2018（平成30）年10月３日、眞鍋かをりさん就任

　2024（令和６）年２月25日、ティモンディさん就任

(2) ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯ応援特使

①　目的

　本市の知名度の向上及びイメージアップを図るため、自身がもつネットワークを活かして

　　　本市の魅力を市内外に広く発信してもらう。任期は原則２か年で、再任することができる。
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②　就任式（委嘱式）

　2020（令和２）年５月26日、第１期ウェブ委嘱式　　13人

　コロナ禍により、第１期生が第２期も継続更新

　2024（令和６）年６月３日、第３期オンライン就任式　９人

５　ポータルサイト「ＬＯＶＥ　ＳＡＩＪＯ」

本市への移住・定住のサポートを中心に、ＳＤＧｓの取組など、様々な情報を発信するポータ

ルサイト。2018（平成30）年３月に運用を開始し、2020（令和２）年９月にリニューアルした。

2024（令和６）年度のＰＶ数は28万3,680回、セッション数は16万7,432回である。

６　ＳＮＳ

ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯでは次のようなＳＮＳアカウントを運用している。

(1) Ｆａｃｅｂｏｏｋ

2018（平成30）年３月に運用を開始し、2025（令和７）年３月末現在のフォロワー数は2,397人、

閲覧数は37万1,627件である。

(2) インスタグラム

2017（平成29）年４月に運用を開始し、2025（令和７）年３月末現在のフォロワー数は8,777人、

投稿数は462件である。

(3) Ｘ（旧ｔｗｉｔｔｅｒ）

2021（令和３）年３月にＸアカウントの運用を開始し、2025（令和７）年３月末現在のフォロワ

ー数は669人、投稿数は366件である。
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１　西条市人権文化のまちづくり条例

旧西条市、旧東予市では、部落問題をはじめとする様々な人権侵害をなくし、人権が尊重され

る明るく住みよいまちづくりの実現に向け、1993（平成５）年に「人権尊重都市宣言」を行っ

た。また、2001（平成13）年に旧西条市では「人権文化のまちづくり条例」、旧丹原町では「人

権を尊重するまちづくり条例」、旧東予市では「人権尊重のまちづくり条例」を、2003（平成

15）年に旧小松町では「人権尊重の町づくり条例」を制定した。

合併後の本市は、2004（平成16）年11月に「西条市人権文化のまちづくり条例」を制定した。

条例では、目的を「全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法

を基本理念として、部落問題をはじめ、女性、障がい者、子ども、高齢者、外国人等へのあらゆ

る人権侵害をなくすための市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本

となる事項を定めることにより、人権文化の根付いた明るく住みよい西条市の実現」とした。同

条例は、2021（令和３）年３月に改正している。改正のポイントは、①「同和問題」の語を「部

落問題」に変更したこと、②責務規定に事業者を追加したこと、③人権施策に資するため必要に

応じて調査を行える規定を加えたこと、の３点である。

2005（平成17）年12月には、本市議会が人権尊重都市宣言を行った。「すべての人間は生まれ

ながらにして自由であり、かつその尊厳と権利について平等である。本市は、日本国憲法の保障

する基本的人権尊重の精神が全市民に広がり、お互いに相手の立場を考えた豊かな人間関係をつ

くり出し、人権文化に根付いた明るく住みよい地域社会を構築していくことを目指して、ここに

西条市を人権尊重都市とすることを宣言する」というものである。2009（平成21）年３月には、

人権文化のまちづくり条例に基づいて「西条市人権文化のまちづくり基本計画」を策定した。策

定に際しては、人権施策の基礎資料とするため「人権問題に関する市民意識調査」を行い、その

後も５年ごとに市民意識調査を実施している。

２　西条市人権文化のまちづくり審議会

「西条市人権文化のまちづくり条例」に基づき、あらゆる人権侵害をなくするための重要事項

を審議するために「西条市人権文化のまちづくり審議会」を設置している。条例では審議員は20

人以下と定めているが、当初12人で、学識経験者、関係団体代表者、関係行政機関及び市職員で

構成していた。2019（平成31）年２月１日から、教育委員会事務局３人が加わり、15人体制と

なった。委員の任期は２年。2014（平成26）年度を除き、毎年１回開催している。

３　西条市人権文化のまちづくり基本計画

基本計画が目指すのは、市民一人ひとりが、生活に生きがいを感じ、安心して暮らすことがで

きる「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」の実現を目指した人権施策の充実かつ強化

である。
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人権施策推進の基本姿勢は、自己実現の尊重、共同参画の保障、共生社会の実現の３点とした。

自己実現の尊重とは、一人ひとりの様々な生き方が否定されることなく、その個性や能力を十

分に発揮される機会の保障である。共同参画の保障とは、性別や年齢、出身などによって生きる

ための可能性を否定されることなく、誰もが地域社会の一員として、あらゆる分野への参画がで

きることである。共生社会の実現とは、全ての人が多様な文化や価値観を尊重し、それぞれの個

性や生き方を認め、共に生きているという認識を持ち、他人を思いやることである。

重要課題として、部落問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、エイズ患者・ＨＩＶ

感染者、ハンセン病問題を掲げた。それぞれの問題に関する施策への方向性は、次のとおりで

ある。

・「子ども」の人権問題…子どもの人権への啓発の推進のほか、母子保健対策の充実と子ども

　　の健康の確保、子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備、児童虐待防止対策などを行

　　っていく。

・「高齢者」の人権問題…高齢者の生涯学習の推進を図り、健康づくりやボランティア等の社

　　会参加、各世代が一丸となった地域ぐるみの取組を推進する。

・「障がい者」の人権問題…障がいに対する誤解と偏見をなくすよう関係団体と連携しながら、

　　障がいに対する正しい理解の普及啓発を進め、地域における交流活動やボランティア活動を

　　活性化して住民が互いに理解しあえる地域づくりを進めていく。

・「外国人」の人権問題…市内在住の外国人の就労や入居・入店拒否など。不合理な差別や不

　　便を被ることがないよう、雇用、医療、教育などの様々な面で習慣、価値観に配慮した制度

　や、しくみづくりに取り組むほか、生活に必要な情報の提供や相談体制の充実を図っていく。

・「エイズ患者・ＨＩＶ感染者」問題…正しい知識を啓発することで、エイズ患者・ＨＩＶ感

　　染者に対する偏見及び差別の解消を図っていく。

・「ハンセン病」問題…ハンセン病への正しい理解を促進するとともに、元患者や回復者が地

　　域社会で安心して暮らせる社会の実現を目指す。

なお、部落問題、女性問題の背景、施策については後述する。

４　部落差別解消推進法施行

2016（平成28）年12月16日、部落差別の解決を目的とする初めての法律として部落差別解消推

進法が施行された。第一条には「現在もなお部落差別が存在する」ことが明記され、「部落差別

の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする」とされている。

本市では、「広報さいじょう」などを通じて、この法律の理念や趣旨の周知を図っている。

５　西条市人権文化のまちづくり基本計画（改定）

国は、2016（平成28）年に人権三法と呼ばれる「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消

法」及び「部落差別解消推進法」を相次いで公布・施行し、地方自治体でも差別解消を推進する

ための更なる取組が課題となった。そこで本市では、2021（令和３）年３月に西条市人権文化の

まちづくり基本計画を改定した。前計画の成果と課題を検証するとともに、2019（令和元）年12

月に実施した市民意識調査の結果を踏まえて策定したものである。
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主な改定内容としては「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）」「犯罪被害者等」「インターネット

による人権侵害」「北朝鮮による拉致問題」及び「被災者」を重要課題に追加した。

また、「その他の重要課題」として、「ホームレス・生活困窮者」「人身取引」及び「ハラス

メント」を新たに取り上げた。

さらに、「その他」の項目を追加し、様々な人権問題のうち「個人情報の流出などプライバ

シーの保護に関する問題」「患者の人権に関する問題」「旧優生保護法下の強制不妊手術に関す

る問題」「ひきこもりに関する問題」及び「新型コロナウイルス感染症に関する問題」を例示し

ている。

６　人権教育部門と人権対策部門の統合

本市の人権施策の取組については合併前からの組織にならい、市長部局の人権対策部門（当

時：社会福祉課）で隣保館運営等の地域環境の改善対策や啓発活動、人権関係の各種相談等の諸

事業を所管し、教育委員会の人権教育部門（当時：人権教育課）で人権教育関連の諸事業を所管

してきたが、これまでの部落問題に加え、いじめやハラスメント、インターネットによる人権侵

害など広がりを見せる様々な人権課題に対し一体的に取り組める体制をとるため、2019（平成

31）年４月の組織改編により市長部局に人権擁護課を設置し、人権対策全般の取組に当たって

いる。

なお、各学校や公民館で行っている人権・同和教育関連事業については、同課と連携を取りな

がら引き続き教育委員会部門で実施している。

１　広報「人権・同和教育シリーズ」

広報活動を通じて、広く市民に人権・同和教育を啓発するため、2004（平成16）年の広報「さ

いじょう」創刊号から「人権・同和教育シリーズ」を掲載している（令和７年３月号現在で158回）。

２　人権啓発推進事業

合併前から、小地域懇談会や差別をなくする市民の集いなど、人権・同和教育事業を行ってき

たが、2024（令和６）年度の「人権に関する市民意識調査」では、約５割の人が部落問題は残っ

ていると回答した。前述の西条市人権文化のまちづくり基本計画においても、重要課題の一つに

部落問題を挙げ、継続的な啓発教育の必要性を強調している。

「差別をなくする市民の集い」は、合併後から年２回、2015（平成27）年度からは年１回実施

している。2021（令和３）年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し、代わりにＮ

ＰＯ法人プロジェクト2008に委託して人権啓発動画を作成し、公開した。2023（令和５）年度は

８月27日に開催し、５年ぶりに人権啓発劇「つなぐ－愛媛水平社創立100周年に寄せて－」を上

演した。

2005（平成17）年度から実施していた「市民大学人権・同和教育講座」は、2021（令和３）年度
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から「人権・同和教育講座」として開催している。市民を対象として、部落問題をはじめ様々な

人権問題に対する理解と認識を深めることを目的とする講座である。2024（令和６）年度は、

「笑顔あふれるまちづくり」「ＬＧＢＴＱ＋について」「子どもを取り巻く環境から考える大人

の私たちにできること」「誰もが安心して暮らせる社会を目指して」「介護における自立支援と

水平社宣言の“勦る”について」と題して５回の講座を実施した。

愛媛県では、11月11日～12月10日を「差別をなくする強調月間」として、啓発事業を集中的に行っ

ている。本市でも、啓発の一環として市役所の全職員が強調月間啓発ワッペンを着用している。

また、毎月10日を人権を考える日とし、市の施設、学校、企業等にチラシを配布するほか、市

内児童生徒の人権ポスターを掲載した人権カレンダー、児童生徒の人権作文、標語等を掲載した

人権作品集を作成している。

人権の花運動は、主に小学生を対象とした啓発活動で、学校に配布した花の種子や球根など

を、子どもたちが協力し育てることによって、生命の尊さを実感し、優しさと思いやりの心を育

む取組である。本市では、東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会と連携して、毎年度市内小

中学校から指定校を選び、子どもたちが花を育てて地域の施設などに配布する人権の花運動を

行っている。

身元調査おことわり運動は、合併以前から実施していた事業を引き継いだものである。差別意

識や偏見に基づいて行われる結婚や就職に関する身元調査は、重大な人権侵害であり、決して許

されない。そうした意識を醸成するため、身元調査お断りステッカーを配布している。現在のス

テッカーは、2007（平成19）年度に当時の東予高校生がデザインしたものである。

３　ＳＮＳによる情報発信

西条市人権教育協議会と本市人権擁護課では、毎月人権ホットメールを配信している。「こど

も家庭庁と人権」「認知症基本法」など、人権に関する法律や知識の解説から、「子ども会活動

の報告」「人権意識を高めるための作品集掲載作品」の紹介など、様々なテーマを取り扱い、人

権意識の向上に努めている。

１　講座・研究大会

人権・同和教育の一環として、市民を対象とした各種講座を開催している。前述した「人権・

同和教育講座」もその一つである。そのほかの講座や研究大会としては、次のようなものがある。

「人権・同和教育リーダー養成講座」は、ハラスメントやメディアの弊害、新型コロナ感染症

などを含む、あらゆる人権問題に関する系統的な学習を行うことで、部落問題をはじめ様々な人

権問題に対する理解と認識を深め、地域や職場のリーダーを養成するものである。

「心のサポーター養成講座」は、女性や子ども、障がいのある人などの人権相談に関わる事例

等を学ぶ。適切な支援方法を身につけた助言者を育成し、支え合い、理解しあえる温かい人権文

化のまちづくりを目指すものである。
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「カウンセリング基礎講座」は、2016（平成28）年度までは、「カウンセラー養成講座　初級

コース」「カウンセラー養成講座　中級コース」、2017（平成29）年度と2018（平成30）年度は

「カウンセラー養成講座」として実施していた。カウンセリングの理論や技術を学ぶ講座で、自

分の無意識に気づき自分自身を知ることで他者への理解を促すものである。

「部落問題基礎講座」は、2018（平成30）年度までは「部落問題集中講座」として実施してい

た。部落史や部落差別などの部落問題の本質を学習・研修する。部落差別解消の道筋を明らかに

し、部落差別解消のための推進者を養成することを目指す。

合併前の旧西条市では毎年２月、旧東予市では毎年12月に、「市人権・同和教育研究大会」を

開催していた。合併後の本市でも、人権問題や部落問題に対する理解を深め、差別をなくすため

の取組を推進することを目的として「人権・同和教育研究大会」を開催している。

そのほか東予地区人権・同和教育研究協議会、愛媛県人権・同和教育研究大会、四国地区人権

教育研究大会、全国人権・同和教育研究大会への参加、実践報告を行っている。なお、2006（平

成18）年12月１日開催の全国人権・同和教育研究大会関連行事では、人権啓発劇「祭り」を上演

した。

２　地域における活動

旧西条市では、自治会が主体となり懇談会形式で学習会を実施していた。また、旧東予市で

は、９地区の同和教育推進協議会が中心となり、公民館、学校、教育委員会と連携し、旧丹原町

では、公民館が主体となり、小中学校人権・同和教育主任、教育委員会が連携し、それぞれ懇談

会を開催していた。旧小松町では、町内27自治会を対象に、身近な人権問題について話し合って

いた。旧西条市、旧東予市、旧丹原町では、啓発映画・ビデオの鑑賞や話し合いを通して研修

（旧西条市のみ講演もあり）し、旧小松町ではワークショップ研修を行っていた。合併後は、そ

れぞれの公民館や自治会で内容を検討し開催している。

子ども会の活動も、合併前から行っていた。旧西条市では六つの子ども会があり、毎月１～２

回、学習会、レクリエーション、スポーツ等の行事、合同活動状況交流学習発表会等を行ってい

た。旧東予市では三つの子ども会があり、毎月１回、花や野菜の苗植え、カルタ作り、アサリ採

り、球技大会、カレー作り等を行っていた。

合併後の西条地区には、神戸コスモス子ども会、大町竹の子会、友の会ジュニア、会館友の会

という四つの子ども会がある。目的は、差別をしない、差別に負けない、差別を許さない子ども

を育てることで、隣保館の館長、教職員、保護者などが指導している。活動内容は、人権学習

会、現地見学、お楽しみ会などである。

東予地区には、北条新田子ども会、新市子ども会・ひまわり会という二つの子ども会がある。

社会教育集会所の館長、教職員、保育士などが指導している。草花や野菜の育成、ものづくり体

験、絵本の読み聞かせや夏祭り、クリスマス会といった異年齢間の児童の交流や地域の人々との

交流活動を通して、生活経験の場を広げ、自尊感情や自他を大切にする気持ちを育み、将来につ

ながる生きる力を育てている。

公民館人権・同和教育訪問は、人権擁護課や愛媛県人権対策協議会西条支部等が公民館訪問を

通じて、人権・同和教育の推進について意見交換を行い、地域に根付いた効果的な人権・同和教
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育を推進することを目的として、年度ごとに指定地区を設け、公民館で実施している。

公民館人権・同和教育活性化事業は、市民総ぐるみの人権・同和教育を推進するため、公民館

を拠点とした学習活動の活性化を図ることを目的とする。主管は西条市人権教育協議会と人権擁

護課により、2015（平成27）年度から毎年４館を指定し、公民館において人権・同和教育関係事

業を計画、実施している。

公民館で開催する講座等の中に人権・同和教育を設け、市民の人権意識の高揚を図る講座等の

開催を行っている。また、地区別懇談会や視察研修会も開催している。さらに、公民館だよりへ

の人権標語・作文等の掲載、公民館ロビーにおける人権啓発コーナーや文化祭での人権啓発コー

ナーの設置を行っている。各種公民館事業に加え、会議等における人権を考える日のチラシの配

付、俳句会や短歌会への人権をテーマにした作品依頼、人権標語看板展示等の啓発事業のほか、

身元調査おことわり運動の推進、障がいのある方たちと地域住民による料理教室を実施している。

図表３-４-１　公民館人権・同和教育活性化事業指定状況

１　人権・同和教育の推進

「心豊かにたくましく生きる西条っ子の育成」を目的として、学校教育における重点目標の一

つに「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造を掲げている。この目標を達成するためには、

保護者・地域・関係機関と連携・協働して、一人ひとりの子どもを大切にする教育を推進するこ

とが重要であり、その中で人権・同和教育が大きな役割を果たしている。そこで、市内の小中学

校における人権・同和教育では、主に次の２点に取り組んでいる。

１点目は、愛媛県人権対策協議会西条支部との連帯である。市内全ての小中学校の人権・同和

教育校内研修会に、同支部の役員が参加し、授業研究や研究協議を通して、各校の取組や今後の

人権・同和教育の方向性について話し合い、共に研修を重ねている。

２点目は、西条市人権・同和教育共通教材の活用と情報交換である。市内幼・保・小・中・高

の連携を大切に人権・同和教育に取り組むための必要教材を選定し、この資料を基に、充実した

授業実践を行っている。

なお、新規採用の教職員や、市外や管外から転入した教職員に対して、本市における人権・同

和教育の取組を理解するための研修会や人権・同和教育主任研修会を実施している。
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１　住宅新築資金等貸付事業

住宅新築資金等貸付事業は、歴史的、あるいは社会的な理由により生活環境等の改善が進んで

いない地域の住環境改善を図るため、その地域における住宅改修、宅地取得、住宅新築におい

て、本市が公共事業として必要な資金を貸し付ける制度で、合併前の旧西条市、旧東予市、旧丹

原町で行っていたが、貸付事業は終了し、合併後は償還事務を行っている。

図表３-４-２　住宅新築資金等貸付事業　貸付状況

２　隣保館の設置・運営

隣保館は、社会福祉法に基づき設置された社会福祉・人権啓発施設で、合併後、旧２市の施設

を引き継ぐ形で、大町会館、氷見交友会館、北星会館、河北会館の４館を設置している。主な活

動内容は、相談事業、啓発・広報事業、教養・文化事業（地域交流事業）、周辺地域巡回事業な

どである。

施設の役割は、部落問題解決の拠点及び人権啓発の拠点としての機能であり、人権相談や人権

啓発リーダー育成講座などを行っている。しかし、近年は、地域に開かれたコミュニティセン

ターとしての側面が大きくなっており、各種の文化・教養講座や健康体操などの開講や、ふれあ

いまつり等のイベントも開催している。

第３編　まちづくり 第４章　人権文化

第５節　地域環境の改善

— ２３３ —



氷見交友会館

氷見交友会館

氷見交友会館

図表３-４-３　隣保館の利用状況

１　男女共同参画計画

男女共同参画に関しては、合併前から旧２市２町で取り組んできたが、合併に伴い、2006（平

成18）年度から2015（平成27）年度までの10年間を計画期間とする「西条市男女共同参画計画　

～わたしを活かす・地域をいかす～」を策定した。その背景には、少子高齢化の進行、女性の社

会進出、家族形態の多様化、地域社会の変化、情報化の進展による就業構造の多様化等が挙げら

れる。また、2005（平成17）年12月に国が改定した男女共同参画基本計画の内容を踏まえた計画

となっている。
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当時から、配偶者やパートナーなどからのＤＶやセクシャルハラスメント、ストーカー行為、

性犯罪、売買春など、女性に対する暴力や性的嫌がらせは大きな問題となっており、女性の地位

の向上と安全の確保に向けた早急な取組が求められていた。

これらを踏まえ、計画では、①男女の人権の尊重、②男女平等、男女共同参画への意識づく

り、③意思決定の場への女性の参画拡大、④ともに支えあう家庭と地域、⑤働く場における男女

共同参画の５点の基本目標を設定している。

続いて、2016（平成28）年３月には、2016（平成28）年度から2025（令和７）年度までの「第

２次西条市男女共同参画計画」を策定した。2014（平成26）年11月に実施した「男女共同参画に

関する市民意識調査」の結果、まだまだ家庭内や職場、地域において、固定的性別役割分担意識

が強く残っていることがうかがわれた。また、男女共同参画があらゆる立場の人によって必要と

いう認識が広まらず、個々の意識改革につながらなかった。第２次計画はこうした課題を踏まえ

て策定した。

第２次計画でも引き続き、男女共同参画社会基本法に基づき、男女が互いに人権を尊重しつ

つ、責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮し、ともにいきいきと暮らせる社会の実現を目

指すこととした。基本目標は５点で、「男女平等、男女共同参画への意識づくり」が「男女共同

参画の視点に立った意識の改革」に変わったほかは、前回計画と同じ目標になっている。主要課

題のうち８項目については、数値目標を設定した（図表３-４-４を参照）。

図表３-４-４　男女共同参画計画における数値目標（第２次計画）

主要施策は第１次計画を踏襲し、男女参画の意識啓発により、各種団体などの代表や役員、審

議会などの意思決定の場など、あらゆる分野への女性の参画と登用を促進するとともに、女性の

人材育成などに努めている。
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２　西条市イクボス宣言

2017（平成29）年２月15日、愛媛県知事と県内20市町長による愛媛県版イクボス「ひめボス合

同宣言」に続き、本市においても同年４月14日、市長、副市長、教育長、監査委員及び部長級の

職員による「ひめボス宣言（西条市イクボス宣言）」を行った。

ひめボスとは、部下の仕事や家庭、地域活動等の両立を支援し、その人のキャリアと人生を応

援しながら組織としての成果を出し、自らも仕事と私生活を楽しむ上司のことである。

西条市イクボス宣言では、市民満足度の高い行政運営と生産性の高い組織経営の実現を目指し、

ワーク・ライフ・バランスの確立、人を育てる組織の構築、不断の業務改善体質の実現に注力す

ることとしている。

また、休暇が取りやすい環境づくりやキャリア形成の人材育成プログラム、全庁的な改革・改

善の意識付け等、西条ワーク・スタイル・イノベーションの取組事例を市内の事業所・団体等に

拡大させる努力も行っている。

３　ひめの国女性活躍応援団

2019（平成31）年２月18日の県・市町連携推進本部会議において、県知事と20市町長により

「ひめの国女性活躍応援団」が結成され、「ひめの国女性活躍応援団行動宣言」が採択された。

この採択を受け、本市でも女性が活躍できるステージを提供できるよう、これまでの取組を

いっそう推進していくことになった。

１　愛媛県人権対策協議会西条支部

合併以前から部落問題の解決は最重要課題として位置付けており、同和地区の生活環境の改善

を行うとともに、人権啓発に取り組んできた。

その結果、生活環境の改善をはじめとする物的な基礎整備はおおむね完了し実態的差別の解消

は一定の成果が見られ、市民の概念や潜在意識に関わる心理的差別も解消に向かっているものの、

差別は結婚問題等を中心に依然として根深く存在しており、差別落書きや差別発言はなくなって

いない。また、インターネットの匿名性を悪用した差別表現の流布や不当な差別的取扱いを助長、

誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘する事案等が発生している。

愛媛県人権対策協議会は、前身の愛媛県同和対策協議会が2002（平成14）年に改称したもので、

旧小松町を除く各市町に各支部を組織していた。本市の合併を受けて2006（平成18）年に３支部

が合併し、西条支部となった。

同支部は、市庁舎内に設け、地域が抱える課題を部落解放運動と国・県・市行政の連携で解決

することで差別をなくすことを目的としている。また、市の人権擁護課と共に公民館訪問を行い

意見交換をするなど、地域に根付いた効果的な人権・同和教育の推進や活動支援を行っている。
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２　西条市人権教育協議会

2004（平成16）年11月、人権と共生の社会を実現するため、愛媛県人権教育協議会との連携の

もと、人権・同和教育の研究と実践に努めることを目的として、前身の同和教育協議会を改め西

条市人権教育協議会を設置した。

人権教育協議会では、調査研究及び企業部会への加入促進、研修会の充実、啓発活動の推進を

図っている。協議員には、設置目的に賛同する関係機関及び諸団体の代表者や学識経験者があ

たる。

更に関係団体との連携を深め、地域と一体となった人権・同和教育の推進を目指して、子ども

会活動の活性化、公民館人権・同和教育活性化事業の実施、人権対策協議会、東予地域人権啓発

活動ネットワーク協議会、西条公共職業安定所等関係団体との連携による研修機会の確保及び推

進に注力している。

また、就学前部会、学校教育部会、社会教育部会、企業部会、行政部会の五つの専門部会を置

き、専門事項の調査研究及び事業の企画実施を行っている。

３　東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会

東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会は、東予地域（本市、新居浜市、四国中央市）で国、

市、人権擁護委員協議会等が連携協力し、人権啓発活動を推進することを目的として活動してい

る。地域住民の人権意識を高めるため、人権に関する講座、学校や企業向けの人権教育や街頭啓

発活動などを行っている。

４　西条人権擁護委員協議会

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けており、本市では、2024

（令和６）年時点で15人を委嘱している。人権擁護委員は、地域住民からの人権相談を受け付け、

アドバイスや支援を行っている。また、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者の救済措置

を講じているほか、人権に関する啓発活動を行っている。

本市及び新居浜市を所管する人権擁護委員の組織として、西条人権擁護委員協議会がある。人

権擁護委員協議会では、地域における人権相談所や、幼稚園、保育所、学校に出向いて思いやり

を呼びかける人権教室、地元企業に対する人権研修などの事業を企画し、所属する人権擁護委員

が実施する。

本市では、ホームページ上に「人権擁護委員について」のページで人権擁護委員を紹介して

いる。

５　ＮＰＯ法人プロジェクト2008

市民有志グループ「プロジェクト2008」は、2002（平成14）年、市内の教職員を中心に結成さ

れた。名称の由来は、1871（明治４）年、「解放令」が発布された時、反対勢力が「そのお触れ

は５万日日延べになった」と嘘を告げた日から、解放令発布後、５万日（138年）にあたる2008

年を完全解放の年としたことによる。その後、ＮＰＯ法人プロジェクト2008となり、人権啓発劇

を通じて、自分の差別心と向き合い、その差別心を払拭し、部落問題をはじめとするあらゆる人
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権の問題を解決することを目的として活動している。作品は1997（平成９）年の「輝きを求め

て」以来、「祭り」「つなぐ」など14作品になる（令和６年時点）。ただし、団員は劇団という

位置付けではなく、学習の場というスタンスで、定期的に学習会を開催するほか、他グループと

の交流を深めたりするなど、活動は多岐にわたる。

６　西条更生保護サポートセンター

「西条市人権文化のまちづくり基本計画」の中では、刑を終えて出所した人の社会復帰支援を

重要課題の一つに掲げている。更生を支援するために、2014（平成26）年１月、東予総合支所３

階に「西条地区更生保護サポートセンター」を開所した。更生保護サポートセンターは、西条地

区保護司会の活動拠点として、企画調整保護司が常駐し、保護司の処遇活動の支援、地域の関係

団体との連携、犯罪防止活動などを行っている。

犯罪をした者の中には、貧困や疾病、厳しい生育環境等の様々な生きづらさを抱え、立ち直り

に多くの困難を抱える人が少なくないことから、彼らが再び罪を犯すことのないように、生活の

安定を図る息の長い支援が必要で、支援に当たっては自治体の役割が重要である。

そこで本市では、ＳＤＧｓの理念でもある「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目

指すためにも、再犯防止の視点を反映した「西条市再犯防止推進計画」（令和６～10年度）を策

定した。

本計画では、重点課題として、次の六つの課題を掲げている。

①　国・県等との連携強化等

②　就労・住居の確保等

③　保健医療・福祉サービス利用の促進等

④　非行の防止及び学校等と連携した修学支援の実施等

⑤　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援の実施等

⑥　民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等
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